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１．大木町における景観及び土地利用検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大木町における景観及び土地利用検討委員会（以下「委員会」とい

う。）の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、大木町（以下「町」という。）における景観及び土地利用にかかる検

討に関する事務をつかさどる。 

（組織） 

第３条 委員会は、16人以内の委員で組織し、次に掲げる者又は組織のうちから、町長が

委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 町議会 

(3) 町区長会 

(4) 公募町民 

(5) 町職員 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は、委員が互選した者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、議事の進行及び整理をする。 

４ 副委員長は、委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、最初の

会議については、町長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の委員会への出席を求

め、意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、企画課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

   附 則 

  この要綱は、平成 25 年７月１日から施行する。 
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２．大木町における景観及び土地利用検討委員会作業部会 

 

（作業部会の設置根拠） 

  大木町における景観及び土地利用検討委員会（以下「委員会」という。）設置要綱第

７条に基づき、作業部会を設置する。 

（所掌事務） 

  作業部会は、委員会で審議する課題の検討及び連絡、委員会の補佐を行う。 

（組織） 

 作業部会は、次に掲げる課の職員で組織する。 

(1) 総務課 

(2) 建設水道課 

(3) 産業振興課（農業委員会） 

(4) 環境課 

(5) 企画課 

（部会長） 

  部会に部会長を置き、部会長は企画課長をもって充てる。 

  部会長は、部会を代表し、議事の進行及び整理をする。 

（会議） 

  部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が招集する。 

  部会長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の委員会への出席を求め、

意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

  部会の庶務は、企画課において処理する。 
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３．業務推進体制 

 

体  制 

 

 

 

 

             ［ 報告 ］ 

 

 

 

 

 

 

            ［ 協議事項等提案 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役    割 

検 討 委 員 会 

・町長への報告 

・本業務の最終成果の確認 

・本業務に関する協議検討 

作 業 部 会 

・協議事項提案 

・検討委員会資料作成 

・企画、調査、研究の支援 

・検討委員会運営の補助 

事 務 局 

 

・各会議委員会等の企画、日程調整、案内、資料作成等 

 

    町  長  

 

検討委員会 

 

作業部会 

大木町 関係各課職員 

(公社)福岡県建築士会景観整備機構 

事 務 局 

 

大木町 企画課 

(公社)福岡県建築士会景観整備機構 
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４．各委員会委員名簿 

検討委員会                  （敬称略・順不同) 

№ 氏名 所属・役職等 選出区分 

１ 大森 洋子 久留米工業大学教授 学識経験者 

２ 山口 雅克 建築士会 学識経験者 

３ 中島 宗昭 町議会 町議会 

４ 松枝 治幸 町議会 町議会 

５ 小畠 裕司 町議会 町議会 

６ 田中 明人 町区長会・会長 町区長会 

７ 北島 勝喜 町区長会・副会長 町区長会 

８ 廣松 卓 町区長会・副会長 町区長会 

９ 廣石 福子 町婦人会長 公募町民 

10 松永 潤二 画家 公募町民 

11 松藤 富士子 (株)ビストロくるるん・代表取締役 公募町民 

12 岡崎 斎 町総務課長 町職員 

13 山浦 通 町建設水道課長 町職員 

14 田中 良明 町産業振興課長 町職員 

15 境  公雄 町環境課長 町職員 

 作業部会名簿 

№ 氏名 所属・役職等 

１ 池末 行成 大木町総務課 

２ 井上 文夫 大木町建設水道課 

３ 古賀 利治 大木町産業振興課（農業委員会） 

４ 北島 秀啓 大木町環境課 

５ 石川 勉 大木町企画課 

事務局名簿 

№ 氏名 所属・役職等 

１ 野田 昌志 大木町企画課 

２ 西川 典洋 大木町企画課 

３ 小宮 沙織 大木町企画課 

４ 小林 隆利 公社）福岡県建築士会 景観整備機構 

５ 梅崎 和代 公社）福岡県建築士会 景観整備機構 

６ 龍  欣二 公社）福岡県建築士会 景観整備機構 

４ 橋元 太一 久留米建築士会  

５ 山田 一浩 公社）福岡県建築士会 景観整備機構 

６ 弘中 國太郎 公社）福岡県建築士会 景観整備機構 

7 中原 眞一郎 久留米建築士会 
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５．検討委員会開催事跡 

第１回検討委員会 

① 発言メモ 

 

開催日時 平成 25年 8月 20日（14：30～17：00） 

場所 大木町役場３階 大会議室 

出席者 大森 洋子 山口 雅克 中島 宗昭 松枝 治幸 

小畠 裕司 田中 明人 北島 勝喜 廣松 卓 

廣石 福子 松永 潤二 松藤 富士子 岡崎 斎 

山浦 通 田中 良明 境 公雄 作業部会委員 

    

開会 ﾃｰﾏ：「大木町のﾋﾞｼﾞｮﾝづくり」 

(理念・構想等について意見交換) 

 

 ・作業部会作成のﾋﾞｼﾞｮﾝ案を説明後、本日は意見交換を実施 

 景観土地利用、まちづくりについて日頃思っていること 

 

・ 土地利用という言葉は農業の土地利用（土地利用型農業）というイメージをもっ

ている。 

・ 平坦で起伏がなく、実のなる木もすくないので、四季の移ろいをかんじられない。

バランスのよい年齢構成でくらしやすい町なんだろうと思う。 

・ 気になっていることは一人暮らしのお年寄りが多く、そこから空き家が増え、こ

れをどう利用するのか。 

・ まちづくりについては、若い人を巻き込んだ活動ができていない。 

・ 三島市に源兵衛川というのがある。１９８０年ごろはドブ川だったが、市民が立

ち上がって今はホタルが飛ぶ清流になっている。大木町では、堀とかかわってい

ない。 

・ 鉄塔、アクアスのへんなデザインはなんとかならないか。枝堀がきれいにならな

い。合併浄化槽の設置を進めているが、その水は堀に流れている。 

・ 水と緑の町と言うけれども、堀の水については高低差をつけて水が流れる仕組み

がほしい。 

・ 堀の浄化についてはヒシ、蓮を植えてキレイにしようとしている。土地利用につ

いては、町自体を調整区域にするのかなというイメージ。 

・ まちづくりは、人づくり。昔はどうだったのかを思い出しながらまちづくりを進

めていきたい。 

・ 町の人口が減っている。景観を守っていきながら人が増えるようにしていきた

い。 

・ 景観は田園風景。それは自然のものではなく、農家の人たちが全部作り上げたも
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の。その景観が土地改良事業でなくなり、弊害も出てきた。 

・ 建築は環境を破壊する行為。開発に関してはこのままではいけない。大木町は都

市計画外だったので、自分の土地は何をやってもいいということだった。一定の

ルールを作るべき。住みやすくなって人が集まってくる。人がかわり、町がかわ

り、住みやすくなる。 

・ 土地利用、ゾーニングの計画はあるが、個人の利害がからみなかなか進まない。 

・ 自分の地区は農地水でシバザクラを植えたりしているが、これを続けることによ

って理解され、水路がきれいになっていく。 

・ 空き家対策も今後の大きな課題 

・ WSでも出るのは堀の問題、きょうも堀、水の流れ、昔ながらの風景というものが

出てきている。 

・ 堀についてはモデル事業で、「堀なおし委員会」を立ち上げて進めている。これ

も地域の景観への取り組みだ。 

・ コモが植わっている水路の景観は大好きだ。 

・ 地元・大角西では堀の水を流そうという活動をしている。秋から春にかけて山ノ

井川から水を引き入れているが、水の色が変わってくる。魚も住むようになって

いる。外来種の水草も年に４、５回、ボランティアで除去している。 

 

 大木町の印象と委員の意見を聞いての感想 

 ・ 町の縦横にクリークがあり、鎮守の杜には昔の石積みが残り歴史が感じられ、そ

れが各集落にある。 

・ 農村を基盤に発達している。生業・いとなみが作ってきた景観、それは文化的景

観だと思う。まち全体がそうだ。 

・ 皆さん、クリークの、水の問題を何とかしたいと思っている。 

・ 集落にはおもしろい景観が残っているので、幹線道路沿いの景観と歴史的な集落

は分けて考えるべき。 

・ 食の景観であるから、食といっしょに景観を考えるべき。 

・ 鎮守と堀を外の人に見てもらう、クリークツアーもやってみては 

 

 意見交換 

 ・ それぞれの町民にとって「いい町」のイメージはちがう。１００％いい町という

のはそうないだろう。 

・ スローフード、スローライフと言われているが、みんながまんして最優先すべき

ところを決めてバランス良くやっていくのはむずかしい。 

・ 田園ひとつとっても、農家であれば経済活動として考えるだろうし、景観をきち

んという場合にはそれになじまないだろう。だから区分けして考えなければなら

ない。 

・ 便利なところを求めると都市みたいなものになるし、それと違う物を求めるなら

ば、少し我慢することに合意しなければならない。 

・ 町民の人は堀をきれいにしようという思いは持っているが、地域でやろうとする
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と「大変だ」という意見が出てくる。 

・ 草を刈り込むときれいだと思うが、話までは出るが誰がするかという話になると

なかなかむずかしい。 

・ 「おまえ出て来い」という強いリーダーシップがないと進まない。 

・ きれいになるということに対して実感しそれが動機付けになる。 

・ 思いと気持ちが重なっていくことでできるようになる。 

・ 地域では合意ができているがそれを町全体でやろうとするとき、沿道は？看板

は？・・・・これらがどういった状況なのかマップを広げてどこがどうなのか把

握すると町全体で合意形成ができるのでは。 

・ やり方について１年間議論をすすめて、ビジョンを策定する。WSの分析はまだし

ていない。 

・ 町全体の進むべき方法を考えていこうとしています。 

・ 個人的には、堀については関心をもっているようで持っていない。どうやって堀

にかかわるのか自分ではよくわからない。 

・ きれいな堀の環境についての自分の認識はちがう。自分は絵描きなのでフレーム

で見る。だから草をきれいに刈り込むことがいいとは思っていない。 

・ 「クリークをきれいにしてそれを生かして景観を良くする」という課題ははっき

りしている。それをどうやって実行するか。 

・ たとえば、南小国町では２３集落のどこがきれいな集落かコンテストをやった。

１時間集落を見て回り、１時間話を聞いた。地域の人たちに自分たちの集落の良

いところに気付いてもらうのがねらい。 

・ 農村の良さは「結（ゆい）」（助け合い）の精神がある。黒川温泉も、黒川全体が

もうかるようにと進めてきた。 

・ 結の精神を生かしたやり方で、一番美しいクリークはどこかコンテストをやって

みてはどうか。 

・ これからビジョン、大木町のあるべきすがたを作っていかなければならないが、

大木町は「循環のまち」だと対外的にも伝わっている。ブランド化している。総

合計画にもうたわれておりひとり歩きしている。 

・ これを活用しながら、堀をきれいにすることと結びつけられないか、これらを食

や循環と生かしながらこんな町にしていこうという糸口がつかめるのではない

か。 

・ 山口さん循環のまちと堀、水とつながりがあるか、そのあたりどうですか。 

・ ビジョンのおおもとは「原風景」だと思う。高度経済成長でそれが崩れる前は、

わざわざ循環と言っていなかった。それが当たり前だった。 

・ 自分たちが持っている原風景がどうして崩れたのか、いやだなあ、と思うことを

解決すれば、将来どうすればいいのか見えてくるのではないか。 

・ 昔は堀と田んぼがずっと続いていた。そのあと、ゴザの倉庫、その後キノコ工場

とスレートの屋根があちこちにできた。しかし、それを担保することをやってこ

なかった。 

・ 個人的には景観、昔の風景ということですが、景観を守りながら土地利用計画を
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作っていく。その精神的なものをビジョンとして作るべきだと思う。 

・ 私たちが循環としてイメージするのは、ゴミやモノの循環ですが、そればかりで

ない。地域の人同士がうまく交流すること。地域（農村）と都市の交流。お金が

地域でまわること。昔からの文化を現在に循環させるというのも循環。先人たち

が作り上げた暮らし、残してくれた堀を今に生かすという意味でも循環という言

葉を使っている。 

・ 時間軸としては、昔のものを今に生かし、未来につなげる視点 

・ 水平軸としては、福岡県の中の、日本の中の、世界の中の大木町としてどうなの

かを評価する必要性がある。 

・ 堀のビジョンを考える前に、まず堀の抱えている悪臭・汚泥・雑草といった負の

部分、課題をゼロにもどすことが大切。 

・ その前に、なぜ堀が必要なのかの共通認識を図っておく必要があるのではない

か。水害や干ばつのリスクが少ない。家庭排水の場であるなど、堀は町にとって

なくてはならないものだという認識を。 

・ まずゼロにもどす際に、堀のケースごとに町と地域が一つひとつ課題を解決して

いく。今はそれが止まっている。 

・ マイナスをゼロにもどすことと、堀をどう生かしていくかというビジョンの部分

は分けて考えていくべきだ。 

・循環をそのように大きくとらえていくのか。 

・ 自分たちの子どもの頃は負の部分は少なく、その部分もみんなで協力して維持管

理をしてきた。人と自然との循環、暮らしの中に循環があった。経済優先になっ

たとき、だんだん堀と人が離れていった。 

・ 堀を守るためのルールづくりをきちんとしてそれぞれがやっていく。 

・ 堀はあまりに負の遺産になっている。これを文化遺産としていくのか、これをど

う生かしていくのかビジョンを作っていく。 

・ 昔にはもどれない。違う形で堀を生かせないか。景観土地利用で堀ははずせない。

それを積極的に生かしていこう。 

・ 最初に「堀ありき」ではないのではないか。 

・ 大木町の一番の値打ちは「循環」 

・ それは植物、動物、分解者らが何一つムダなものがない。そんなものの集まりが

ここである。 

・ これを生活の中にあてはめてみると、それぞれの役割をもって生きている、それ

がわかりやすい形であるのが堀だということ。 

・ 直接には堀と関係ないと思っている人でも、じつは自分たちの豊かさは堀がある

から成り立っていることをちゃんと説明できるものを作るべきだ。 

・ 循環というのは「連鎖」ということだが、それを断ち切った時に、その代わりに

何を担保するのかということを考えればよかったが、そうでなかったためにトラ

ブルが出てきた。 

・ 担保するためのルール（地域の活動の背中を押せるようなゆるいもの）があれば、

活動しやすくなるのではないか。 
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・ そこに合意形成がある。 

・ いま大木町ではゴミの選別がスゴイ。だからそんな町には住めないという考えの

人もいる。 

・ 逆に、よそに行ったときに優越感にもなる。 

・ 堀をどう位置づけるかは重要。 

・ 町の魅力として堀を位置づけひきあげていく。堀とお宮の景観を一緒にして何と

かできないかということも出たが、区長さんたちの感想は。 

・ 今、年４回のもあげをしている。これにプラスするとなると、老人会の活動に組

み入れるしかない。 

・ 農村のまちは水の町でもある。侍島はきれいな水を流そうと農地水で取り組んで

いる。いまでも堀で泳いでいる。３０歳前後から５０代の若手の会を作り、年寄

りが交流して田んぼ作りを手伝わせている。 

・ 小さい頃はい草を植える前にゴミ揚げをしていたから水もきれいだった。今はヒ

シ、蓮を植え、機械も設置して水の浄化を試みて、今年は農地水保全組合を立ち

上げた。 

 今後の予定に関連して、学習会について 

 ・ よその町に行っても事情がさまざまなのでほとんど参考にはならない。成功して

いる要素は「人」しかない。 

 最後に 

 ・ クリークの重要性とクリークを課題に思っていること、循環についてもすばらし

いと思った。 

・ クリークの持つ多面的な役割を新しい住民にもわかってもらえる周知活動をし

た方がよい。 

・ クリークについての意識調査をしたことがあったはずだ。その結果も一緒に考え

ていければと思う。 

 

② 添付資料（別紙 1～13） 

レジュメ 第１回検討委員会レジュメ 

資料－１ 大木町景観ワークショップの成果 

資料－２ 大木町総合計画と町長マニュフェストの検証 

 

③ 記録写真 
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第 2回検討委員会 

① 発言メモ 

 

開催日時 平成 25年 11月 6日（10：00～12：00） 

場所 大木町役場３階 大会議室 

出席者 大森 洋子 山口 雅克 中島 宗昭 松枝 治幸 

小畠 裕司 田中 明人 北島 勝喜 松永 潤二 

松藤 富士子 田中 良明 境 公雄 作業部会委員 

    

  

 第 1 回検討委員会の振り返り 

 大木町の景観の大枠→農業ｴﾘｱ、幹線道路ｴﾘｱ 

ｷｰﾜｰﾄﾞ：ｸﾘｰｸ、循環型のまちづくり、伝統的景観 

 第１回学習会の振り返り 

確認事項 ・計画･理念→要因→景観 

・計画はあるも実施･改善が出来ていない 

・勉強内容：農地転用、農業の現状、堀とその現状、循環のまちづくりの現状、将来

展望 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝづくりに向けての課題を確認 

・必要性と全体条件の確認を実施した→確認事項「ﾋﾞｼﾞｮﾝづくりが必要」 

 これまでのまとめ 

Ⅰ．景観・土地利用のﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ・これまでの流れとの整合性を図る 

・昨年度実施した景観ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでの住民の声→堀と田んぼを生かしたまち、循環のま

ちづくり 

・大木町は人に手による景観→守り育てて行く 

・大木町のまちづくりの方向性 

① 食の風景の保全 

② にぎわいの景観創出 

③ 質の高い暮らし(環境に負荷をかけない)の景観育成 

・検討が必要な項目 

① 立地基準を設けたｿﾞｰﾆﾝｸﾞ 

② 開発の基準、ﾙｰﾙづくり 

③ 堀の保全のﾙｰﾙづくり 

④ ｱｸｱｽ、道の駅などの拠点づくり 

⑤ 環境に負荷を掛けない「暮らし」、「観光」づくり 
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 景観･土地利用にかかるﾋﾞｼﾞｮﾝづくり 

 ・別紙説明：昨年開催ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（町民の声）の確認 

・田園空間、居住空間、計画・仕組みに対する「望まれる景観」「実現の為のﾙｰﾙ」を

確認 

・まちの声をくみ取り、問題点を確認し、改善を図る 

 

 大木町のまちづくりのﾋﾞｼﾞｮﾝについて 

 ・町民全員の声を反映する事は出来ない 

・１００％ではなく、「大木町は良い」と住民が思える町づくりが必要 

・景観全体を視野に入れたﾙｰﾙづくりが必要（近隣市町村との関係をふまえた、自己完

結ではないﾙｰﾙ） 

 

 大木町の顔、賑わいの空間は 

 商業ﾍﾞｰｽではなくて、田園に溶け込む空間でも良いのではないか 

 

 「守るべきもの」のﾋﾞｼﾞｮﾝの方向性についての意見 

 ・大木町は農業の町、住民の外部からの流入を実感、自身の意見が通らない 

・風景が観光資源になる可能性を感じる 

 

 自由討論 

 ・景観のﾃｰﾏが大きくとりとめがついていない。「守る景観」→規制。「作る景観」→結

果･文化としての景観。2つを混同している。「守る景観」は比較的簡易。「作る景観→

大木町としての「課題」を資源に変える→仕組みづくりをし、結果景観が出来る。（ｸ

ﾘｰｸ、ｺﾞﾐ等） 

・ｺﾞﾐの利用→負の資源・課題を結果有効活用出来た 

・「あるがまま」の景観はあるが「仕組み」の結果による景観が出来ていない 

・人のかかわりによる景観が出来ていない 

 

 「循環のまちづくり」は「風景・景観」につながるか 

 ・「循環」＝「仕組み」 

・どのような風景を作るのか→「どのような大木町を作るのか」 

 

 循環のまちと風景 

 暮らしの風景「ｺﾞﾐ分別」 

 

 循環・風景 

 ・住民の気持ち､考え→大木町の風景の「形」となる。現在の風景は考えの結果による 

・風景は変わるも風土は変わっていない 
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 「守るべき」「つくるべき」風景 

 ・同じである。「守るべき」ものは皆が理解している。ﾋﾞｼﾞｮﾝを作れば、仕組みが出来、

結果風景が出来る 

 

 堀の利用「つくるべき」風景 

 ・太陽光ﾊﾟﾈﾙを堀に設置等による利用が可能か？ 

・何を「守るのか」について共通認識、確認が必要→どういう町を作りたいのか（ﾋﾞ

ｼﾞｮﾝ）目標を掲げる事が必要。数年単位でﾋﾞｼﾞｮﾝの見直し､検討が必要 

 

 ﾋﾞｼﾞｮﾝを作る 

 ・ﾋﾞｼﾞｮﾝを考えるにあたり、「理想」から作るのか「課題」からｽﾀｰﾄするのか。「課題」

からｽﾀｰﾄした方が良いのではないか 

 

 景観土地利用のﾋﾞｼﾞｮﾝとは 

 ・「課題」は解決策のみ。取捨選択。全体の「ﾋﾞｼﾞｮﾝ」を決定して、向かって進めた方

が良い 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝから課題を探る。「空間、町の姿」からﾋﾞｼﾞｮﾝを決める 

 

 町の姿 

 ・人の姿とｲｺｰﾙ。暮らしぶりが繁栄される。田んぼは規制が現有。それ以外に対して

の仕組みが必要。 

・ひとつひとつに「課題」がある→解決を図る→全体を包括してﾋﾞｼﾞｮﾝが出来る 

・検討委員会として「守る景観」で終わるのか「作る景観」まで進めるかによって切

り口が変わる 

・既存の町、集落の仕組みが壊れて来た。地域での暮らし方を自分達で考えて行く仕

組みづくりが必要。 

・新しい社会､ｺﾐｭﾆﾃｨの形成を育てて行く必要がある。子供世代の外部への流出や少子

化を抑える仕組みづくりが必要 

 

 「守る」「作る」景観について 

 ・委員会の中で決定が可能。事務局としての事前準備では「作る」景観まで踏み込む

事を想定している。 

・企業誘致ではなく、既存の物、人を活用する町づくり（景観）をめざしている 

・「表現」だけ？「図面」が必要なのか？ 

・集落内部の堀、国調時点の掘割に戻す等のﾙｰﾙづくりが必要。 

・費用負担の話→大木町になくてはならない物を確認→知恵を出し合う 

・物（ﾊｰﾄﾞ）ではなくて､考え方(ｿﾌﾄ)を考えた上でのﾋﾞｼﾞｮﾝ。 

 

 ｸﾘｰｸの利用 

 ・農家の減少→利用目的が変わって来た。何で守るのかを解きほぐさないと住民理解
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をえられない 

・大木町全体ではなく地域毎にｸﾘｰｸの利用を検討しないと地域のありかたが違う 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝ→方針→施策に落としていかないとまとまらない 

 

 ﾋﾞｼﾞｮﾝづくり 

 ・実行性があるﾋﾞｼﾞｮﾝづくりが必要。経済、景観を回しながらﾋﾞｼﾞｮﾝを達成できるの

か？人とお金の循環（個々によって価値観が違う） 

・戦略・戦術・戦闘→今年度は戦略の話を決定する。大木町ならではの問題を洗い出

し解決する 

・上勝町の例：葉っぱの利用。高齢者が活躍できる仕組みを作った→町独自の課題に

対する戦略づくりが必要 

 

 戦略を考察する時の「地域の活性化」 

 ・暮らしぶり､価値観が違う個々人が共有できるﾋﾞｼﾞｮﾝづくりが必要 

・大きく大木町のﾋﾞｼﾞｮﾝを、目標から個別に課題を落とし込んで行く必要がある 

 今後の方向性 

 ・「質の高い暮らし」が重要。転出した人が戻りたくなる町、ほっとできる町、他の町

へ出たくない町を作りたい。故郷の景観 

・2P：人の関係、戻りたくなる等の文言を盛り込む 

・3P：食の風景、賑わいの創出、質の高い暮らしに絞ってｿﾞｰﾆﾝｸﾞする。 

・ﾋﾞｼｮﾝは思い切って「形作る」 

 

② 添付資料（別紙 14～21） 

レジュメ 第２回検討委員会レジュメ 

資料－１ 第１回検討委員会の振り返り 

資料－２ 第１回学習会の振り返り 

資料－３ 景観土地利用のビジョン 

資料－４ 景観・土地利用にかかるまちづくりの方向性 

 

③ 記録写真 
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第 3回検討委員会 

① 発言メモ 

 

開催日時 平成 26年 1月 17日（１０：００～１２：００） 

場所 大木町役場３階 大会議室 

出席者 大森 洋子 山口 雅克 中島 宗昭 松枝 治幸 

小畠 裕司 田中 明人 北島 勝喜 廣松 卓 

廣石 福子 岡崎 斎 山浦 通 田中 良明 

境 公雄 作業部会委員   

  

発言 委員長挨拶 

 ・本日は検討委員会の取り纏めの予定。協議・審議を実施 

 確認事項 

 ・本日の議事ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 

・配布資料確認 

 業務目的の再確認 

 ・資料-1参照 

・業務目的：H25年度は現状分析・課題整理および理念とﾋﾞｼﾞｮﾝの作成。次年度以降

で業務への道筋を立てる 

 これまでの経緯 

 ・資料-2参照 

・これまでの経緯：大木町景観ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟによる住民の合意によりまちづくりﾋﾞｼﾞｮﾝ

づくりに取り組む事となった 

 これまでのまちづくりの検証 

 ・資料-3参照 

・第 3～5次総合計画に基づき方向性や問題点の検討 

① 田園や堀のある町づくり 

② 土地利用政策 

③ 循環のまちづくりによる自治体経営 

 検討委員会の検討経緯 

 ・ 全体進行ｽｹｼﾞｭｰﾙの確認(別紙) 

・ 資料-4参照 

・ 第 1､2回検討委員会、第 1､2回学習会の振り返り 

・ 学習会の開催により多様な意見を頂き職員との連携し今までの取り纏めを本日

実施 

 協議事項 

①理念及びﾋﾞｼﾞｮﾝ(案) 

 ・資料-5参照 
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・はじめに：大木町は堀から成り立って来た景観・町。景観＝暮らし方と直結する 

・用語の定義：理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝはぶれない基準となる 

理念→判断基準 

  ﾋﾞｼﾞｮﾝ→理想像・未来図  

  構想→ビジョンを実践するための骨組み 

・理念：先人の知恵を大切に受け継ぎ、次の世代を思いやり、豊かな環境と美しい

「食の景観」を守り創っていく。 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝ（案） 

① 食の景観による農業を守っていく 

② 人がにぎわう空間、持続可能な地域経済の確立 

③ 質の高い暮らしの実現 

・構想(案) 

① 食の景観を守る 

    ｴﾘｱは全町。持続可能な農業の実践 

② にぎわいの景観を創る 

ｴﾘｱは①西鉄駅周辺②道の駅おおき、くるるん、ｱｸｱｽ③小中学校。循環の暮

らし方をする大木町らしい交流と賑わいの場所 

③ 質の高い暮らしの景観を整える 

ｴﾘｱは全町。重点ｴﾘｱとして①こっぽーっと②ｸﾘｰｸの里石丸山公園③鎮守の

杜③自転車交通のﾈｯﾄﾜｰｸ整備。住居・生活空間。堀・田園・集落を次の世

代に自身を持って引き継げる町づくり 

 各検討委員による意見交換 

 ・構想図案の提示(別紙)→参考図。次年度以降で協議。これから決めて行く 

・目的は理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝを創る事→理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝ案は今までの経緯に基づき作成 

 「食の景観」について 

 ・「食の景観」には農業、集落、政策方針等すべてが結びついている 

・ｸﾘｰｸは大木町の重要な要素。今後も守り活用する資源 

・理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝは一度出してから無理な範囲は後から変更して良いのではないか。

決めないといつまでも変わらない 

 町づくりの方向性について感じた事 

 ・大木町は掘割や農地に特徴がある。どのようにして守って行くのか 

・水の浄化の目的にｸﾘｰｸに菱を植えている。地域毎により取り組みが必要 

 「食の景観」は住民に伝わって行くか？ 

 ・違和感は無い 

・農業後継者（若者）が居ない→農業をどのように守って行くのかが課題 

・聞いた時に関心を引く言葉である 

・飛びつきやすい言葉。水や田園をｲﾒｰｼﾞしやすい 

 理念を説明できるか？ 

 ・ﾋﾞｼﾞｮﾝの中にｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨｰの考えがあっても良いのでは。住民の拠点の創設、規制。 

・理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝは十分。「食の景観」は言葉として興味を引く。食材の処分、循環も
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食の景観として捉える事が出来る 

・構想の「質の高い暮らし」→住宅地・集落は住む住民が豊かでなければならない 

→質の高い暮らしに含まれる。無理やりｴﾘｱ分けする必要はない 

 

 道について 

 ・質の高い暮らしの中で「道路」について触れても良い 

・ｴﾘｱ→道、路（ﾐﾁ）→案として道路について触れても良いのではないか 

 

 委員長意見 

 ・住民の方に気づいて頂く事が大切 

・お孫さんの例：見た目の田園景観。見える化の重要性。ｸﾘｰｸの活用（農業遺産） 

 

 ・食の景観は水田・農業のみではない 

 農業の在り方とは（ｷﾉｺ工場、ﾊｳｽ） 

 ・食に結びつくすべてのもの。田園、水田、加工工場、ｺﾞﾐ処理、食べ方、行事・文

化等々も「食」に結びつく 

 ﾙｰﾙづくりは必要か？気持ち？ 

 ・なんでもありでは何処にでもある町と同じになってしまう。一定のﾙｰﾙが無いと将

来像に向かっての取組が出来ない。ﾙｰﾙは大小あって良い。生活の中で普通にやっ

ているような事でも良いのでは 

 理想像の到達について 

 100年も 200年も長期に渡る。何もしなければ変わらない 

 理念･ﾋﾞｼﾞｮﾝについて 

 ・ 資料 3P の順序については理解できる 

・ 理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝが抽象的で判断基準にはならないのではないか 

 どのようにしたら判断基準になる？ 

 ・ 少子高齢化の町として、町として存続する事を考慮した上での文言が必要 

・ 理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝ案では判断に迷って立ち返った時に判断に迷う。高度経済成長の中

の画一的町づくりから、町独自の特色に対する取り組みが必要。理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝ・

構想が分かりにくい 

 事務局として何をすれば良い？ 

 ・ わからない 

・ 独自の町の特徴があるのが良い。個人的には分かりやすいと思う。大木町の特徴

である「食の景観」は、農業が主でありその上で文化形成がなされている事が分

かる文言であれば良い。 

 ・「食の景観」で町の特色を感じるのは都市計画としては珍しい。「広告看板」に対する問題点 

 ・ 食の景観は広がりがある。すんなり受け入れられた。判断基準になりうる 

・  

 その他の意見 

 もう少し分かりやすい表現の方が良い。ｲﾒｰｼﾞ的には分かる 
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 ﾌﾟﾛｾｽ､周知の方法 

 ・ 「食の景観」はｲﾒｰｼﾞとして住民に伝わる。何ｺﾚ？との意見が出た時に詳細を伝

えれば伝わる 

・ 「食の景観」には暮らし方まで含まれる。食の文化。食の見た目、作る（生産・

加工）、食べる→全体まで含まれる 

・ H24 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで 5感で感じる事のすべてが景観であるとの意見があった 

 ・住民に伝えて行く方法に工夫がいる 

・新しい住民が住みたい町としての魅力 

・素直な意見 

 ・ 先人の知恵をどのように伝えていくのかが大切 

 文化を伝える事、ｺﾐｭﾆﾃｨを形成する上で 

 ・ 新しい住民にも一定のﾙｰﾙに配慮してもらう必要がある 

 

 理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝ・構想案について異論がなければ報告書に盛り込む 

 ・ 資料-5の地産地消のみではなく外部への発信も必要 

・ 理念等に特段の異論なし 

 来年度以降の取組（案） 

 ・ 資料-6参照 

・ 理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝは本日の内容を踏まえて本年度の報告書として落とし込む 

・ 次年度以降で、 

① 将来像実現の為の方策の検討 

② 実効性を担保する為の制度の検討 

③ 町民の合意形成を図る為の施策の実施 

④ 検討委員会の継続 

 検討報告書の構成(案) 

 ・ 資料-7参照 

・ 検討報告書案を作成し、後日検討委員へ提示する予定 

 次年度以降の取り組みについて 

 ・ 大きな流れについて十分である 

・ 住民への説明について、景観＝文化に置き換えられる。文化の在り方によって説

明の方法が変わる 

・ 全体的な事は全町でやって、細かい事は地域で検討し、それを全体で再検討する

のが良い 

・ 全体が決定した後に地域へ持ち帰って検討するのが良い 

・ 地域によってやっている事が違う。それぞれ良い点を取入れ合うのが良い。特徴

的な意見が出る 

・ 地域の良い所の発見。鎮守の杜（さるこい）めぐり。地域の良さを住民各人が発

見する場を設ける事も大切 

 報告書の構成案について 

 ・ この構成案で報告書を作成する 
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 副委員長挨拶 

 ・ 大木町の魅力に気づいた基調な経験であった。この取組を全町に広げて行きたい 

 委員長挨拶 

 ・ いろんな思いと気づきがあった 

 

 検討報告書の確認のための委員会開催について 

 ・報告書まとめ 2月末までに作成 

・作業部会にて検討 3月 10日頃 

・報告書案は各委員へ事前配布の後、 

・次回検討委員会開催日  

3月 27日（木） 10:00～11:30 

 

② 添付資料（別紙 22～30） 

レジュメ 第３回検討委員会レジュメ 

資料－１ 業務目的 の再確認 

資料－２ （第１回検討委員会で確認した）「これまでの経緯」 

資料－３ これまでのまちづくりの検証 

資料－４ 平成２５年度大木町景観・土地利用 検討委員会の検討経緯 

資料－５ 【理念・ビジョン】(案） 

資料－６ 来年度以降の取組 

資料－７ 報告書構成(案) 

資料－８ 景観土地利用ゾーニング修正図 

 

③ 記録写真 

 



  
 19 

 

  

第 4回検討委員会 

① 発言メモ 

 

開催日時 平成 26年 3月 27日（10：00～12：00） 

場所 大木町役場３階 大会議室 

出席者 大森 洋子 山口 雅克 中島 宗昭 松枝 治幸 

小畠 裕司 田中 明人 北島 勝喜 廣松 卓 

廣石 福子 岡崎 斎 山浦 通 田中 良明 

境 公雄 作業部会委員   

  

 委員長挨拶 

 別冊を本日回覧 

 ① 報告書概要説明 

 ・鎮守の杜の写真 

・目次確認 

・検討の目的を確認 

・独自に編み出した空間の秩序 

・米を作るための水資源、乏しかったが堀を作り農業を可能にして来た 

・暮らし方が景観、町づくり 

・何の為、誰の為？→次の世代の為 

 前提条件の整理 

 ・第 3～第 5 次の総合計画に、無計画な市街地化、乱開発が謳われている 

・個性ある地域づくり基本計画で堀は財産であると謳われている 

 

 検討の経緯 

 ・第 1～4 回の検討委員会、２回の学習会、7 回の作業部会にて実施 

 

 理念・ﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ・理念：豊かな環境の中で美しい「食の景観」（米、麦、イチゴ、大豆、アスパラ等

の農業の事）を守り創っていく。 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝ：持続可能な地域経済、農業を確立し、次の世代に残す 

・構想：食の景観を守る、にぎわいの景観を創る、質の高い暮らしの景観を整える。 

 

 ｲﾒｰｼﾞ図 

 ・文章確認 

・こっぽーっと、ｸﾘｰｸの里石丸山公園、鎮守の杜、歩行者・自転車交通のﾈｯﾄﾜｰｸ整

備、主要交差点の沿線沿いは、前回は質の高い暮らしに挙げていたものを「にぎわ

いの景観」へ移動 
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・ｲﾒｰｼﾞ図確認 

 検討内容の活用方法 

 ・実施の為には法律や政策との連動が必要。開発指導要綱に理念を反映 

・大木町にはﾙｰﾙが無かった。そのﾙｰﾙを定める、ﾙｰﾙづくりが今回の目的 

 ﾚｲｱｳﾄ 

 ・Ⅳ理念・ﾋﾞｼｮﾝ、1)理念を 10 ﾍﾟｰｼﾞに移動し、Ⅴ構想は次ﾍﾟｰｼﾞに移動した方が良

い 

・2)ﾋﾞｼﾞｮﾝの「全町民が実践して、質の高い暮らしを実現しなければならない」の

文言が高圧的なので柔らかい表現にした方が良い 

 にぎわいの景観を創る 

 ・歩行者・自転車交通のﾈｯﾄﾜｰｸ整備は、にぎわいの景観（ｽﾎﾟｯﾄ）に反して全町に渡

るので質の高い景観へ移動した方が良い 

・都市計画での個のｽﾍﾟｰｽで分けた 

・歩行者・自転車交通のﾈｯﾄﾜｰｸ整備はこれから取り組む事で、他の項目の既存を守

るものと異なる 

・守る部分と創る部分があるので相違ないのでは 

・このままにぎわいの景観を創るに残す 

 主要交差点 

 ・にこにこ道路を加えた方が良い 

・交差点にかぎらず、沿線沿いを加えて増やしても良いのではないか 

・具体的な内容は次年度検討した方が良い 

・交差点に限ってしまうと意味合いの巾が狭くなる 

・ｲﾒｰｼﾞ図は現状追認の絵としておいた方が良い 

・「にぎわい」とは何か→不特定多数の人が集まって来た所 

・現状の図であれば、ｲﾒｰｼﾞ図ではなく「現状図」のﾀｲﾄﾙとした方が良い 

・来年度の議論であるので、道路についての項目を残しておかないと来年度の議論

に乗らないので残した 

・道の駅くるるんの付近の沿線は町の政策としてに「にぎわいの景観」に加えた方

が良い 

・農業からすると、沿線は開発がしにくいので､くるるん、イオンの付近は加えにく

い 

・沿線は建物を建てるという事ではなく、各にぎわいの景観をつなぐもの 

(各駅や施設からの自転車交通を含む) 

・ｲﾒｰｼﾞ図は来年度の実施に向けてのｲﾒｰｼﾞ図である。このｲﾒｰｼﾞ図がないと来年度何

を検討するのか伝わらない 

「今後の作業の為のｲﾒｰｼﾞ図」である、検討の例えばの例 

・大木町の農転許可基準では、駅・役場からの 500Mが開発地域 

現状ある施設の周辺をどのようにして行くか検討した方が分かりやすい 

現状ある施設を記入し、次年度以降その周辺の在り方を検討する方が良い 

幹線道路は全て線を引いた方が良い 
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442号、大和城島線は農業を振興し、それを見せる道路である 

・区長意見：ｲｵﾝ～道の駅まではにぎわいの景観をつくる道路沿線に加えた方が良い 

・第 2回学習会のｲﾒｰｼﾞ図の方が良かった 

ｱｽﾀﾗﾋﾞｽﾀ､ｻﾆｰについても検討し、沿線については再度内容を検討し修正する 

大和城島線の大和側と城島側では景観が違うので､分ける 

ｲﾒｰｼﾞ図に「今後の作業の為のｲﾒｰｼﾞ図」との文言を記載する 

今後検討するべき場所については明記するべき 

ｲﾒｰｼﾞ図を 2枚載せては→誤解をまねく 

第 2回学習会時の資料を修正し添付する 

・堀の整備について記載して欲しい 

 今後の取組 

 

 

 

検討項目(例) 

・食の景観→ﾄﾞｲﾂ南部のﾘﾝｺﾞ畑の例、市民が景観を守る為にそこで出来たﾘﾝｺﾞを積

極的に買う。大木町でも同じような仕組みが出来れば良い 

・にぎわいの景観→公共ｲﾝﾌﾗ整備や合併浄化槽の支援、鎮守の杜の地域住民が地域

行事で集まれる場のﾙｰﾙ作り 

・質の高い暮らしの景観→建物形態（高さ、色彩、敷地、周囲の植栽、堀岸）、太陽

光発電設置の景観上のﾙｰﾙ 

・住民参加のﾙｰﾙ→大きな建物建築時の地域の意見が反映できる場をつくる、堀の維

持管理のﾙｰﾙ 

・実行性を担保するための施策 

天神(行政主導)と博多(地域住民主導)の例→博多ではﾙｰﾙを皆で守っている 

大木町では校区単位での検討をする 

 

 施行までの手順及びｽｹｼﾞｭｰﾙ(例) 

 ・H26 年度：枠組、ﾙｰﾙ、基準のたたき台→校区単位での検討→検討委員会での詳細

制度の作成 

・H27年度：条例の検討、運用体制づくり 

 Ⅵの項目で気づいたこと 

 ・制度づくり(例)の建物形態の高さの項目と、住民参加の項目の、建築の際の住民

関与が重複するのでは？ 

・にぎわいの景観の項目についてはﾙｰﾙづくり、住民参加は実行後の検討 

・堀の支援、ﾙｰﾙ→（堀の整備）と記載 

・質の高い景観の中に、「花」の景観、家だけではなく、一般の人が楽しめるような

項目を入れる→減反の活用の仕方やｺﾝﾃｽﾄなどを検討しては？→項目として入れる 

・校区単位での検討の方法→ｺﾐｭﾆﾃｰｾﾝﾀｰで開催、検討委員会で検討した内容を校区

で説明やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸの開催を、年 3回程度実施を検討 

・全世帯で、緑(植物)を植えている人が少ない→高齢化による緑の減少、ﾏﾝｼｮﾝ等、

大木町の現状と差があるのでは？ 

・基盤整備については緑を残す規定が無かったものを、ﾙｰﾙ策定し緑を守る（ﾎﾟﾝﾌﾟ
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場や住宅等） 

・農転時だけではなく、既存宅地での建築時の植栽規定を来年度以降検討出来れば

良い 

 報告書の修正内容の決定について 

 ・委員長に一任頂きたい→一任する 

 報告会の開催 

 ・町長へ提出後、意見交換の場として報告会の場を設けたい 

・開催日時は事務局にて調整する 

 別冊資料の内容の決定について 

 ・内容の決定については委員長に一任頂きたい→一任する 

 報告書内容の変更事項の確認 

 ・P4 「て」が抜けている 

・P7,8 体裁を変える 

・10～12 体裁を変える 

P10のⅤを P12へ移動 

P12の写真を小さく 

・ｲﾒｰｼﾞ図 ﾀｲﾄﾙを変える 

沿線道路の線の部分を第 2回学習会の分を乗せ掛け、分かりやすい色とする 

・今後の取組 住民参加の項目に集落内の堀の整備との記載 

花の項目を追記 

作業部会の部員→作業部会関係者へ変更 

 別冊資料 

 ・みなさんの発言をそのまま載せる事、写真の添付についての同意が必要→検討委

員同意 

・検討委員会時の検討資料を添付しないで良いか→添付した方が良い→末尾にまと

めて添付資料を付ける 

 

② 添付資料（別紙 31） 

レジュメ 第４回検討委員会レジュメ 

 

③ 記録写真 
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６．学習会開催事跡 

第 1回学習会 

① 学習内容概要 
開催日時 平成 25年 10月 17日 

場所 大木町役場３階大会議室 

 

テーマ   ：「大木町のまちづくりの経過を検証し、景観・土地利用の方向性の基礎を作る」 

開催手法 パネルディスカッション形式 

① 基調講演 

  講師 ：十時 裕 氏 （有限会社 プランドゥー代表） 

      テーマ：「大木町の各総合計画の資料を読み解き、 

今後の大木の景観・土地利用の方向性を探る」 

         （多くのまちづくりをサポートしてきた経験から大木町の各資料を読み解く） 

② ディスカッション 

大木町の現状の見直し 

I. 農業委員会  古賀 利治 主査 

「農振除外の経過と今後の課題」  

（今後の農業の在り方と、景観と土地利用について考える）  

 

II. 建設水道課  井上 文夫 係長 

「クリークの整備経過と今後の課題他」 

（今後の施設整備と景観・土地利用にについて考える） 

 

III. 環 境 課 益田 富啓 係長 

「［環境のまち］から［循環のまちづくり］へ・循環の意味を探る」 

（環境のまちづくりから循環のまちへ・循環と景観・土地利用について）  

 

③ 意見交換 

 大木町の現状について 

 今後のまちづくりビジョン(将来像)について 

 その他 
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② 発言メモ 

 

 学習会進め方 ・ｽﾌﾟﾛｰﾙ化、田園景観、ｸﾘｰｸ、住宅景観の現状の整備状況を整理する 

・循環型の町づくりを目指し縦割り社会の横をむすび付ける 

・専門情報を掛け合わせて、ｸﾘｰｸのあり方、今後の土地利用の方向性を検討する 

 ① 基調講演 

 ･継承理念 

①ｸﾘｰｸの統廃合②農業は基幹産業(水田)→施設農業→堀が造形する大木町ならで

はの景観を大切に自然と人との温かいふれあい生活空間。水(ｸﾘｰｸ)、緑(農業) 

･阻む要因 

① ｽﾌﾟﾛｰﾙ、②ﾐﾆ開発、③混住化→工場の流入、農転 

農地、住宅地が荒れている→工場 

新市街地の発生→農村の市街地化 

･土地利用 

中心市街地化→圧力→町のだらしない肥大 

市街地→中心市街地が無い、都市地域化 

･土地利用目的 

優良農地の保全、道路･施設の計画誘致の共存､乱開発を防止し適正な土地利用 

･下水道処理施設が無い 

･住宅による汚水の流入 

･目標：①堀、農地の公園化②古い建物の資源化(町の宝として利用)③農業と地域

活性化の共存 

 ② ディスカッション 

 農業委員会（産業振興課）：農地転用の受付事務､農地の移動手続き､県への申請等 

建築水道課：道路･水路の維持管理､苦情対応､県への道路申請､雑草等の地域活動 

環境課：ｺﾞﾐの処理、循環ｾﾝﾀｰｺﾞﾐｾﾞﾛの取り組み､合併浄化槽の普及推進､浄化槽の

設置基準作成 

 

Ⅰ.「農振除外の経過と今後の課題」 

農地転用について: 農地法による許可手続きについて大木町全域が農業振興地域｡ 

農地法とは別に県からの指定による農業振興地域除外手続き。青地→転用不可､白

地→転用可。 

H8土地改良事業(区画整理)あり。H13土地改良地外での農転をみると土地改良前に

S56以降の青地からの転用 53 ﾍｸﾀｰﾙ転用された。 

現在､青地は転用不許可である為、今後も転用が防止出来る。白地は駅、役場から

原則 300M 以内で原則許可。現況では農転厳しく、優良農地が守られている。土地

改良済みの土地、集落付近の青地土地の維持管理が課題。 

 

Ⅱ.「ｸﾘｰｸの整備経過と今後の課題他」 

ｸﾘｰｸについて：筑後川から幹線水路が 3本分岐→5 本の国営水路(24.6ＫＭ)→県営
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水路(33KM)・町水路(ｸﾘｰｸ､総延長 157KM､町内水路面積の 73％)につながっている。 

町水路の整備成果： 

H6年ｸﾘｰｸ公園完成。 

S56年～泥土、藻上を開始。 

護岸整備として､緩勾配法面→下を木柵、上を石積み、急勾配法面→CB 積み工法に

て整備。護岸にｲﾜﾀﾞﾚｿｳを植生させる。 

課題： 

赤ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの発生→酸素不足､日照障害。 

ｸﾘｰｸの保全活動： 

葦や外来植物等の撤去処理を実施→国、県、町の管轄毎に実施。 

地区によっては地域住民も活動に参加。 

 

Ⅲ.「［環境のまち］から［循環のまちづくり］へ・循環の意味を探る」 

循環型のまちづくりへの取り組み： 

ｺﾞﾐ問題に特化して進めている。持続可能な社会の形成を目指して地域の資源とし

てｺﾞﾐを生かす→食､ｴﾈﾙｷﾞｰの自給自足。 

生ｺﾞﾐ→液肥→農業生産→食卓へ。結果､ｺﾞﾐ処理費を 3000 万円削減。 

今後の課題： 

原発、地球温暖化、食糧問題、貧富の差等を改善すべく地域資源を生かした町づく

りを目指す。手法の一つとして「循環」の仕組み作り（持続可能な社会→FEC 自給

圏の構築）→食糧、自然・持続可能ｴﾈﾙｷﾞｰの自給自足を目指す。 

道の駅の食堂：建築→環境課、運営→産業振興課 

 

 ③ 意見交換 

 土地改良した水路の概念はｸﾘｰｸ？水路？ 

 ・町民には下水水路の概念がある。 

 幹線水路の管理 

 ･町で実施、ﾌﾞﾛｯｸ積までは国が実施。県営水路も町が管理。どちらも整備不全の箇

所は国、県へ依頼。 

 水路の環境悪化 

 ･国営：筑後川から来る→水流があるので汚染しにくい。大木町内取水口以降：流

れが緩く汚染しやすい。 

 新興住宅地、古い住宅地の水質環境 

 ･新興住宅地→合併浄化槽により古い住宅地より水質環境が良い。農薬汚染や合併

浄化槽で処理しきれないものもある。新興住宅地も堀の恩恵を受けている→排水路

扱い。幹線水路は昔の堀と比べて大規模で地域住民では管理出来ない。 

 堀のあり方が変わっている。ｸﾘｰｸの概念の変化 

 ･ｸﾘｰｸ→下水道。 

ｸﾘｰｸを管理しにくくなった。昔は片側でも田んぼがあり､誰かが管理していた。現状で

は家が貼りつき管理できない。 
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 農地転用時の申請手続き 

 ・排水許可(書類)のみ 

 農転地からｸﾘｰｸへ排水する事についての住民理解 

 ･個人申請であれば理解の可能性有。業者による農地転用時は土地購入者が無理解の可

能性有。 

 水質汚染の問題 

 ・水が流れないことと護岸工事により浄化機能が低下。汚物は梅雨時に流れ込む。昔は

泥土上げ等の管理をしていた。管理するｽﾍﾟｰｽ(田んぼ)が無くなり現在では放置。大木

町は湿地帯→干拓造成→ｸﾘｰｸが必要で作った。山ﾉ井川、花宗川からの取水→管理に問

題。農業用ため池→農業用に貯めるだけ→家庭の排水が流れ込む。 

 当初予定していなかった用途に水路が使われている 

 ･農転時に管理ｽﾍﾟｰｽ等の規制が無かった。農転された土地→転用後の使用目的が不明。 

・農地転用時と建替え時に規制が必要 

 ｸﾘｰｸの目的外使用により環境悪化に対する認識はあるか？ 

 ･ｸﾘｰｸを守る手法が明確でない。ｺﾞﾐ問題は仕組みを形成した｡泥土処理や管理の方法につい

て規定が出来ていない。 

 農地の造形→昔の景観が守られていない｡理念として、守るのか？形を変えて行くのか？土地利

用についてのｺﾝﾄﾛｰﾙは可能か?堀の景観をより良い方向へ持って行く為には？ 

 ･暮らしに対する理念が形として現れる手法を検討し、実施する 

 土地利用による「緩和」と「ｺﾝﾄﾛｰﾙ」景観と土地利用の結びつきについて 

 景観を美観する為だけの景観ではない 

・人のあり方､暮らし方の結果としての「景観」であるべき。計画的な土地利用のﾓﾃﾞﾙｹ

ｰｽ「くるるん」→若いﾏﾏが多い。「大切である」と「気づく」事が大切。 

 町のﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ･景観は流動的な中で生まれる。水さえ流れれば良いというものでは無い。目先のﾒﾘｯﾄ

を追求し､結果残すべきものが無くなってしまった。 

 「継承する理念」が分からない。遠のいている？ 

 ･生活様式。考え方が変わってしまった。無関心層が多い。ｸﾘｰｸの清掃に年寄のみが集

まる｡崩れたものをどう管理して行くのか。昔のｸﾘｰｸ管理の在り方を知っている人が少

ない→「堀のｾｯﾄﾊﾞｯｸ」等､堀に対するﾙｰﾙ化が必須。 

 なんの為にするのか？目指す姿がないと目標や形にならない→食べていけるのか？(産業として

成り立たないのか) 

・地域のｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ 

 ･ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ(景観のﾎﾟｲﾝﾄ)を作る。活用出来るものとする。 

20年前から警告、無視され変わって来なかった。住宅街内の掘割を生かして、生き物と

共存する。町の景観として文化を伝えないと、子供達の世代で改善するｴﾈﾙｷﾞｰが生まれ

ない。 

 

 今後のまちづくりのﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 来年 3月に今年度の報告書を作成｡大木町の進むべき方向性の確認が必要｡堀、田園風景
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の保持、賑わいのある市街区の作成､守るべきもの､方向性を確認する。その結果により

成功事例を含め今後の舵取りをする。 

土地利用→ｿｰﾆﾝｸﾞを行う。「守る箇所」「活性化すべきもの」を考える。 

 結論として、駅周辺の拠点づくりを行う。活力は町づくりへのﾋﾞｼﾞｮﾝである。大木町のあるべき

姿を固定する。将来の活性化への方針を決定する。 

 幹線道路沿いの景観整備が必要。 

次回、本日の内容をまとめて今後の方針を決定する。 

③ 配布資料（別紙 32～38） 

レジュメ 第１回学習会レジュメ 

資料－１  大木町総合計画と町長マニュフェストの読解き 

資料－２   継承する理念 

資料－３  循環のまちづくりの考え方（環境課資料） 

 

④ 記録写真 
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第 2回学習会 

① 学習内容概要 
開催日時 平成 25年 12月 16日 

場所 大木町役場３階大会議室 

 

テーマ  ：「 大木町のビジョンづくり 」 

（理念・ビジョン・構想 の各案について意見交換） 

 

① 作業部会作成 ビジョン 案の説明  

 

② 玉原 雅史 副町長の意見 

 

③ 境 公雄 環境課長の意見 

 

④ 駄田井 正 久留米大学 経済学部教授 意見 

  大木町の「鎮守の杜の魅力再発見事業」で関わられた経緯からの意見 

 

⑤ 意見交換 

  少人数に分かれての意見交換 

 

⑥ グループ意見発表 

 

② 発言メモ 

 

 学習会の進め方説明 

 

・検討委員会での「ﾋﾞｼﾞｮﾝを作るべき」との意見に伴い境課長、副町長、駄田井先

生の意見を本日拝聴 

・本年度はﾋﾞｼﾞｮﾝの作成まで、次年度は実現案を検討予定 

・本日はﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ方式にて意見交換実施→出た意見を持ち帰り、ﾋﾞｼﾞｮﾝ案を作成し、

第 3回検討委員会に提出する 

 作業部会作成 ﾋﾞｼﾞｮﾝ 案の説明 

 ・ﾋﾞｼﾞｮﾝ素案説明 

・大木町の理念案：先人の知恵を大切に受け継ぎ、次の世代を思いやる豊かな環境

と美しい環境を守り育てていく 

・重点方針とｴﾘｱ 

1) 食の景観を守る 

→「農業を守る」→地産地消の循環型の農業 

2) にぎわいの景観を創る 
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→町民・来訪者が集まる場→西鉄駅周辺、道の駅周辺、くるるん、ｱｸｱｽ、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｿﾞ

ｰﾝ 

3) 質の高い暮らし方を確立する 

→自然豊かな堀と緑のある豊かな田園・集落景観→こっぽーっと、ｸﾘｰｸの里石丸山

公園、鎮守の杜、自転車交通のﾈｯﾄﾜｰｸ整備 

 境公雄環境課長 意見 

 ・「循環」、生ごみ分別で学んだこと 

・地域資源「生ごみ、人材、高齢者、掘割」→地域にあるものを地域で生かす事が

循環ではないか 

・生ごみを資源にする「仕組みを回す」ことのﾒﾘｯﾄ→①ｺﾞﾐの減量効果②住民の参加

意識③肥料生成による農家の効果④発電効果（環境負荷の削減）⑤町のごみ焼却費

用の削減 

・やっかいもの（資源）→循環とは、地域の人で不要なもの（資源）を、地域の住

民が参加し、お金を生む、「生かす」仕組み→町の人を生かす仕組み＝「風景を作る」

こと 

・上勝町の高齢者による葉っぱ販売事業の仕組みの事例 

 

 玉原雅史副町長 意見 

 ・「景観･土地利用」→景観保全の具体的な有り方を検討する。なるべく早くｺﾝｾﾝｻｽ

を得て欲しい。 

・町の景観保全の政策に基づくのか、総合計画に基づくのか、基準ｾﾞﾛﾍﾞｰｽなのか→

出発点が共有されていない。 

・出発点の共有がなされていないと議論が出しにくいのではないか→大木町には総

合計画がある→出発点が明確でないと具体的な手段に至りにくいのでは。前提とし

て①どのような町にするのか②具体的にどのような事を進めていくのか、を明確に

してから進めた方が良い 

・「何を進めていくのか」をはっきりさせた方が良い→町からの支援の検討も必要 

・どのように「誘導するのか」、「規制するのか」2本立て 

・盛り込み方が広すぎる、範囲が不明確となっている為に進んでいないのでは。 

・ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ：どこまで理解しているのか？規制→実効性のある内容とすべき。住民の

反対意見を押してまでｿﾞｰﾆﾝｸﾞのﾒﾘｯﾄがあるのか？ｺﾝｾﾝｻｽが必要。 

・松川町の事例。ﾒﾘｯﾄとﾃﾞﾒﾘｯﾄのﾊﾞﾗﾝｽが成功の秘訣では。町に大きな変更が生じな

くて良かった事が成功につながったと思う。 

・どうすべきか個人的見解：目標を出来るだけｼﾝﾌﾟﾙにする。循環型ではなく、「現

状の保全」で検討するのが良いのでは。 

・ｿﾞｰﾆﾝｸﾞは慎重にすべき。ｿﾞｰﾆﾝｸﾞの意義はどこまであるのか。「ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ導入の意

義」を慎重に検討すべき。 

・町民に対して後押し、「道路、水路、公園、核となる施設」等のｲﾝﾌﾗ整備や住民支

援を検討すべき 
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 駄田井正久留米大学済学部教授意見 

 ・専門は文化経済学 

・質の高い生活→お金ではない、「文化」 

・文化の栄えていない町は続かない 

（石炭産業、ﾊﾟﾘ等の例） 

・ｻｰﾋﾞｽ→人が来ないと商売にならない 

→人に来てもらう為に「考える」。環境、安全、面白い町→文化力が今後の町づくり

に重要 

・日本の文化の特色とは→日本の町で日本を生かす為には「日本の文化」が重要 

・日本の文化とは多田富雄氏の資料 

① 自然崇拝（山川草木に神がやどる) 

② 簡潔さ（ごたごたしていない） 

③ 無常観（同情、愛着） 

④ 匠の技（細かい技） 

以上、4つの特徴がある。 

→日本の「美」の象徴が「神社」 

・大木町：鎮守の杜に焦点をあてて町づくりをすべきでは？ 

・景観づくり：鎮守の杜をめぐるﾙｰﾄ（自転車の活用）→ｸﾘｰｸを通る（沿道のｸﾘｰｸの

整備） 

・鎮守の杜をめぐるﾙｰﾄ(鎮守の杜めぐり)と朝市の開催等が面白いのでは 

・文化の大切さ：藍染の後援会→ｲｷﾞﾘｽ人が参加。EU→天然藍染の復活事業を実施。

数億円の費用を投資。その理由→天然の藍染を復活する為には、染料を作る農民の

振興にもつながる為→文化の復活は地域の振興にもつながる 

・掘割の整備→鯉料理の復活や、堀おこしの復活 

・景観を中心として、少しずつ取組を広げていくとまとまりのある景観となる 

 

 少人数に分かれての意見交換 

 ・ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ方式 

・講演者 3 名の話しについて振り返り、思った事を書き込む（模造紙の１、２，３

番部分に記載） 

・上記について意見交換 

・ﾋﾞｼﾞｮﾝ案についての感想を 2つﾎﾟｽﾄｲｯﾄに記載し意見交換(意見の批判はしない) 

・席移動し再度意見交換 

 

 ｸﾞﾙｰﾌﾟ意見発表 

 ・個人の意見を用紙に記載し概要発表 

・景観整備、景観保全、景観規制等を整理する 

 

・ｿﾞｰﾆﾝｸﾞの実現→問題点は何だったのか？「大木町の文化を生かす」事を探っては

どうか？当事者参加の意識 
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→事務局として意見を取りまとめる 

・鎮守の杜が大木町のｷｰﾜｰﾄﾞと思う 

・ｸﾘｰｸの泥上げは「循環」とつながるのではないか 

・次回の第 3回検討委員会では本日の結果を踏まえて､ﾋﾞｼﾞｮﾝ案を提出する 

 

③ 添付資料（別紙 39～41） 

レジュメ 第２回学習会レジュメ 

資料－１ 検討資料 

資料－２ 景観土地利用構想図 

 

④ 記録写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 32 

 

  

７．作業部会開催事跡（開催日のみ） 

 

第１回作業部会  平成２５年 ８月 ９日（金） 

第２回作業部会  平成２５年 ９月２０日（金） 

第３回作業部会  平成２５年１０月２９日（火） 

第４回作業部会  平成２５年１２月 ９日（月） 

第５回作業部会  平成２６年 １月１４日（火） 

第６回作業部会  平成２６年 ２月１４日（金） 

第７回作業部会  平成２６年 ３月１１日（火） 
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８．配布資料 

第１回検討委員会（平成２５年８月２０日） 

 

レジュメ 第１回検討委員会レジュメ 

 

大木町における景観及び土地利用検討委員会 

                              平成 25年 8月 20日 

１． 開  会 

２． 町長挨拶 

３． 委嘱状交付 

４． 検討委員会委員・事務局紹介 

５． 検討委員会役員選出 

６． 議  事 

1)  委員会の進め方説明 

① ファシリテーター（進行役）の紹介 

② 参加型会議の進め方説明 

 

2)  確認事項 

① これまでの経緯          資料重複のため削除 

② 業務の目的            資料重複のため削除 

③ 業務内容、進め方の確認      資料重複のため削除 

④ 景観ワークショップの成果     (資料１） 

⑤ これまでのまちづくりの検証    （資料２） 

 

3)  協議事項 

① 大木町のまちづくりビジョン(将来像)について（意見交換） 

② 今後のスケジュール       （P1）    

③ 学習会の計画          （P2） 

④ その他 

 

７． その他 

 

８． 閉 会 
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資料－１ 大木町景観ワークショップの成果 

ワークショップの目的 

 景観に関連した土地利用について 

では何故、景観でしょうか？景観とはそこに住む人たち「町民」の生活の表れです。生活は

様々な法律や規則・規制によって制限されます。景観法やそこに位置付けられている「景観整

備機構」は、「まちづくり」のための法律であり、機構は法的に認定された組織です。 

景観法とは、都市及び地方における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定等を

総合的に行うことで、美しく風格のある国をつくり、潤いのある豊かな生活環境を創造し、個

性的で活力ある地域社会を実現し、結果、国民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与す

ることを目的としています。法的に後ろ盾のなかった「まちづくり活動」を推進する法律とし

て制定されました。 

その景観法を利用し、大木町町民の更に住みよい、町民の誇りにできる「まちづくり」をい 

かにして進めるべきなのかを、今回の景観ワークショップで考えました。 

出された意見の集約を検討すると、施策方針の「次代を担う人を育む教育文 化のまち」、

「豊かで活力に満ちた元気産業のまち」、「さらなる発展の基盤の整ったまち」の弱点分野は、

大木町の「土地利用」の考え方にあるように捉えました。 

今回の報告書でこの点に関しても提言をしたいと思います。 

 今後のまちづくりについて 

「５．報告書のまとめ」でまちづくりの専門家として提言をさせて頂きます。 

 

大木町景観ワークショップの全体プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年２月２５日（土） 

第１回「大木町を見てみよう！」 

町を見て歩き、日常の風景として感じ、そ

れを景観の魅力、問題点、策、気付いたこ

とを出し合い、話し合う。 

 

平成２４年４月２８日（土） 

第２回「大木町を知ろう！」 

まち歩きでつぶさに感じた町の景観を切

り口にした課題を参考にして、大木町にと

って重要な課題を抽出した。 

 

平成２４年５月２６日（土） 

第３回「大木町を考えよう！」 

課題の分野ごとに町の課題を行い、良いも

のを伸ばし、悪いものを改善していくこと

を前提とする将来イメージをつくった。 

 

平成２４年６月３０日（土） 

第４回「大木町をどうしていこう！」 

大木町の魅力を保持し、必要な改善を行っ

ていく前提に立って、まちの構想図を作成

すると共に、今、考えることを整理。 

ワークショップ 

 

参加者 地域代表 

（行政区長､小中学校ＰＴＡ､ 

まちづくり団体）、 

農商工団体関係者､ 

町議会議員､役場職員､ 

近隣行政職員、 

おおき建築士の会、 

建築士会景観委員 

開催数 ワークショップ４回 

（士会準備会２８回、 

幹事会２２回） 

手 法 グループ討議方式 

地域別 

（大溝、大莞、木佐木） 

＋中学生＋建築士 
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報告書のまとめとして（景観整備機構としての提言） 

１） 全体成果の総括 

全４回の「大木町景観ワークショップ」を終えて、景観を視点に大木町を見直し、今後のま

ちづくりや土地利用につながる成果をまとめます。 

 

 まちづくりに関心のある町民の出番づくり 

全４回ワークショップには、毎回、参加者が減ることがなく 100 名を越える参加者があり、

熱心な話し合い、議論がなされました。それぞれの立場を超え、自由な意見を活発に出され、

話し合いの中で一定の合意を見出していくことができました。拠って、今回のワークショップ

は大木町の課題解決につながる取組みとなることが確認されました。 

 

町民の声を聞き政策につなげる議員の役割 

景観ワークショップは議会の活性化特別委員会の呼びかけで開催されました。議員が町民の

意見を聞き、まちの将来のための政策を提案していく、議会本来の役割を、町民参加の場を設

けて具体的な方法で実践したことは、町民に議員の仕事、役割を「見える化」したことであり、

意義のある取り組みとなりました。 

町民、議会、行政が協働してまちづくりに取り組む体制、仕組みが必要な現代では、こうし

た政策決定の基礎につながる話し合いの場は、議員、町民、職員の信頼関係とまちづくりへの

関心を高めていく上で意義があることを確認しました。 

 

 町の将来像の指針となる景観形成によるまちの姿 

景観ワークショップでの話し合い、議論を通じて大木町が大切にしていく景観としての田園

風景、掘割（クリーク）、歴史的、文化的な神社等の風景が挙げられました。これらまちが守

り育ててきた田園と集落のある姿は、大木町の地域価値を高める貴重な景観であり、都市化、

市街地の進展の中でも町の宝、財産として大切にしていくことが確認されました。 

こうしたまちの誇りとなる田園景観を基盤にしながらも、一方で賑わい活動の拠点となるま

ちの活性化を図る景観の必要性も挙げられました。駅や公共施設が集まる地域とそこからひろ

がる幹線道路、鉄道沿線がまちの拠点として捉えられていました。 

大木町全体にひろがる田園空間を維持、継承し、その中心となる拠点、沿道を骨格とする景

観を基盤に、安全安心で、ゆとりある通学路や遊歩道のある生活景観の整備の必要性が提言さ

れました。 

このようにまとめられた景観からのまちづくりの姿は、今後、町民と行政が日々の暮らしや

活動の中で協働して実現されるよう、土地利用やまちづくりのルールとしてまとめていく必要

があります。 
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２） 検討すべき課題 

今回整理された景観からの提案を、町民の生活の質の向上につながるまちづくり指針と捉え、

今後の大木町の将来像としてまとめていく上での課題をまとめます。 

 

① 景観からの土地利用計画 

景観を視点にまとめられたまちの骨格・あるべき姿を、大木町が大切にする地域価値と考え、

その地域価値を継続発展させていく具体的な制度として、土地利用計画の策定が必要です。 

 

② 大木町の宝の活かし方 

大木町の魅力を発揮する景観資源を活かして生活環境の質と、町民の満足度を高めていくま

ちづくりにつなげることが必要です。 

同時に、土地利用計画と共に、町内各地域のまちづくりの方針を定め、歴史、文化資源を活

用し、安全で安心な、生活のゆとりをつくり出す空間を創出していく必要もあります。 

 

３） 今後の取り組み提案 

 今後の取り組みで重要なことは、今回のワークショップの意見を反映した「土地利用計画

（ゾーニング）」・「集落排水（掘割）の整備」・「景観のルールづくり」の３点の整備計画

を作成し、早期に実施することを町民は求めています。 

 

 整備に当たっては、３点を個別に整備するのではなく「景観に配慮した土地利用計画（ゾ

ーニング）」・「景観に配慮した集落排水の整備計画」を新たなまちづくり方針として、計

画を作成すべきです。 

 

 ２つの整備計画（新たなまちづくり方針）を計画立案するために専門家を交えた組織を立

ち上げることが必要です。又、この整備計画は、多くの町民の要望なので、広く公募によ

る参加を募るべきです。 

 

 「景観のルールづくり」については、近隣の景観条例を参考にし、費用と効果なども評価

して、大木町らしい町民のための個性的なルールをつくるべきです。 
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４） 具体的な ■ 提案 5項目 

 提案項目 1：新たなまちづくり方針策定組織の立ち上げ 

理由；下記にあげる具体的な計画を作成するには、総論と各論を併せ持って検討しなければい

けません。又、項目ごとにばらばらに検討しても、まちとしての方向性を見いだせません。 

拠って、３点を個別に整備するのではなく、「景観に配慮した土地利用計画（ゾーニング）」・

「景観に配慮した集落排水の整備計画」を新たなまちづくり方針として、「景観のルールづく

り」の整備計画を作成します。結果、少ない投資で最大限の効果を期待できます。 

整備計画策定のために、議会・行政・町民・景観整備機構等の専門家を交えた組織を立ち上げ、

予算を準備し定期的な学習と協議を重ねながら住民と協働できる新たなまちづくり方針策定

組織をつくることを提案します。 

 

 提案項目２：景観に配慮した土地利用計画（ゾーニング）づくり 

理由；今までに必要性は言われてきましたが「地価問題」「個人的な利害関係」と深くかかわ

るので、計画策定に着手されませんでした。 

まちの拠点となる「にぎわい創出のゾーン」そこからつながる幹線道路 

「沿道」と「集落ゾーン」を視野に入れ、残すべき田園風景等の景観に配慮した土地利用計画

を作成することを提案します。さらに、最近のゲリラ豪雨で水害が発生し多くの家屋、田畑が

被災しました。これらを踏まえてハザードマップの見直し、避難場所の位置などの防災計画も

考慮しなければなりません。 

 

 提案項目３：土地利用のルール作り 

理由；関係法令の関連性と整合性の検討があまりなされていませんでした。土 地利用を進め

るには関連法令の運用と条例などを見直し整備しなければなりません。建築基準法・国土法・

農地法・景観法等の関連法令を検討して、建築の集団規定をはじめ、緑化計画等のルールを整

備する必要があります。更に安全で、機能的な道路整備の計画も必要です。 

拠って景観に配慮した土地利用のルールの策定を提案します。 

 

 提案項目４：「景観に配慮した集落排水の整備計画」 
（掘割に関する整備計画の策定） 

理由；掘割整備と水質改善の機運は高いものの具体的な活動は少なかったようです。新たなま

ちづくりの指針として、土地利用計画とともに集落排水整備の方針を計画策定し、早期実施し

ないと災害等に対しても防備出来きません。又、水質悪化は町の環境を壊し大木町の住民の健

康を損ない、まちのイメージを損ないます。逆に整備すれば、大木町のイメージはさらに上が

り、周辺地域の評価もたかまり、人口増ひいては町の歳入増も期待できます。 

拠って 、新たなまちづくりの指針として、集落排水整備の方針を計画策定し、早期実施する

ことを提案します。 

整備に当たっては、NPO「堀と自然を守る会」や専門の団体、研究者に協力を求めて整備方

針をきめることを提案します。 
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 提案項目５：まちづくり住民参画条例（自治基本条例）の制定 

理由；町民の声を反映させたまちづくりという意味では、一定の規模以上の公共施設や公共空

間、若しくはそのルールづくりや運営を計画する場合は、町民やまちづくり団体から広く意見

やアイデアを集め、直接行政に反映させる制度をつくる必要があります。町民の希望や意見を

反映したまちをつくっていけるように住民参画条例も制定すれば町民の協力で、より容易に施

策実行できます。 

拠って、まちづくり住民参画条例（自治基本条例）の制定を提案します。 

参考事例 ；那珂川町、志免町、芦屋町の参画条例 
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 第 1回ワークショップまとめ 

各班で出された意見は、地域差はあるものの大木町の特性を問いかけてくるいくつかの要素

が際だっている事が分かりました。各班で出された意見を同じようなテーマで振り分けをして、

次回の地域の読み解きに活用するよう整理しました。 

 

大   溝 木 佐 木 大   莞 

 

・味気のないクリークのコンク

リート護岸 

・工場などからクリーク（川）

に注いでいる廃水 

・笹渕のお宮の外堀りの美しい

景観 

・殺風景な高圧線と鉄塔 

・三島神社のさびれた感じ 

・狭くて味気のない駅前広場 

・石積みの護岸が美しい掘割 

・クリーク沿いの白いガードレ

ール 

・見にくく、見苦しい看板や掲

示板 

・山の井川沿いの菜園のある風

景 

・花やプランターのある道の景

観 

・廃車やドラム缶の放置 

・荒廃目立つ墓地 

・クリークの水質悪化やゴミ 

・狭く、段差が危ない歩道 

・見通しがわるく曲がりくねっ

た道 

・危険で見苦しい道路内の電柱 

・空き家、空き工場の風景 

・緑や花が不足する道路 

 （通学路） 

・田園の中の原色（赤、青）の

色彩の家 

・三島神社の豊かな線と小動物

のいる風景 

・ひろがりのある田園景観 

・山の井川沿いの、ゴミ散乱 

・特徴、変化のないまち並み 

・倒れかかったブロック塀 

 

・手入れがなされていないお宮の

古木 

・周辺にマッチしない白いガード

レール 

・緑豊かなひろがりのある田園景

観 

・クリークの法面の石垣護岸の落

ち着いた感じ 

・整備が行き届いた花壇のあるみ

ち 

・耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

の荒れた風景 

・田園と不調和な高圧線 

・クリークの水質悪化、ゴミの散

乱 

・周辺と調和しない電柱 

・空き地、空き家の目立つまち並

み 

・工場や事務所の排水 

・手入れの行き届いた墓地のある

風景 

・整備された歩道のある道路 

・高層マンションのある都会的な

景観 

・さみしい役場周辺の景観 

・昔ながらのクリークのある風景

（ガマ、水仙、枯れた草も） 

・のどかな水路沿いの歩道 

・見通しが悪い道路、交差点 

・クリークの法面の手入れされた

植栽（芝桜等） 

・植栽や道路に散乱ゴミ 

・お宮の緑豊かな空間 

 

・個人の家で庭がきれいなまち並

み 

・桜並木が活かされていない景観 

・筑後地区の昔ながらの竹林の保

全 

・道路沿い荒れた田畑 

・景観の不調和なガードレール 

 （白色、錆び） 

・かつての柳の木や竹林の風情の

消滅 

・クリーク沿いにもっと緑を 

・耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

の荒れた風景 

・お宮の荒れた景観（竹林） 

・きれいに管理されているお宮 

・古木や記念樹のある風景 

・美しい三島神社周辺の掘割の護

岸 

・水路の景観を壊しているコンク

リート護岸 

・文化財を大切にした景観 

・掘割にあった島の復元 

・花や緑の多い道路の景観 

・桜並木をいかした景観 

・お宮に残された古い木の保存 

・掘りの水質悪化、ゴミや異物 

・公園の遊具の管理が行き届いて

いない 

・空き家、空き地の見苦しい風景 

・高い建物のない落ち着いた風景 

・広くてゆとりを感じる田園風景 

・歩車分離が出来ていない危険な

みち 
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 第２回ワークショップの取りまとめ 

町の景観を各地域別にウオッチングして、それぞれの重要な要素となっているのは、汚れや

水質の悪さが気になっているものの、町にとってなくてはならない「ゆとりや潤い」を感じさ

せるクリーク、田園、道路等が上げられました。また、町の緑を象徴するお宮の森や花のある

風景も景観にとって重要なものとされています。 

 

班 ま  と  め 

ザ・生徒会＋α 

 ① 堀のゴミ、見えないゴミ 

 ② 伝統ある緑 

 ③ 残念な桜 

 ④ 出そうな空家 

 ⑤ 田園風景 

Ａ－１ 

 ① クリークと川 

 ② お宮と空家 

①  景観 

Ａ－２ 

 ① クリーク水質悪化 

 ② 道路 

 ③ プランターの花を拡げたい 

 ④ 看板のサビ、汚れ 

 ⑤ やまの井川 

Ａ－３ 

 ① 風景 

 ② 堀 

 ③ やまの井川 

 ④ お宮 

Ｂ－１ 

 ① クリーク水質の悪化 

 ② 田園風景 

 ③ 構築物 

 ④ 道路 

 ⑤ 散乱ゴミ 

Ｂ－２ 

 ① クリークの水質悪化 

 ② 景観の良さ悪さ 

 ③ 昔ながらの風景は残したい 

 番外 歩道の整備 

Ｂ－３ 

 ① 堀の水質浄化 

 ② 堀の景観 

 ③ 昔の風景 

 ④ 新しい風景 

 ⑤ 耕作放棄地 

Ｃ－１ 

 ① クリーク 

 ② 田園風景 

 ③ 無人 

 ④ 文化財との調和 

 ⑤ 歩車分離、公団整備 

Ｃ－２、３ 

①  水、流水、水質 

②  緑、農業 

③  道路 
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 より良い景観、まちづくりへの提言 

田園を保全する。 → 農業を大切にする。 

クリークの水質を改善し、水辺のある場所を残す。 → 環境保全をする。 

通学路、歩道整備 → 安全安心のまちをつくる。 

等、参加者の提言にはこれからのまちづくりに対して何を大切に、どこから始めていくかの

ヒントが散りばめられています。こうした地域の特性を伝え、人が住みやすくするための活動

を町民と行政が一緒に取り組む気運と体制整備が求められています。 

クリーク（水） ゴ   ミ 

 

・水と緑の美しさを改善する水質。樹

形を改善する。 

・クリーク洗浄の為の隣接する市町村

との連携。 

・すべての地区で近くのクリークのま

わりを芝桜などの花で飾る。 

・すべての地区で近くのクリークのま

わりを芝桜などの花で飾る。 

・クリークの洗浄のために、大木町民

のみならず近隣市民も同じ。行政、

議会会議、合同開催！（大木町と近

隣市） 

・クリークの定期的なクリーン活動の

定着化。ポイ捨て禁止！等、クリー

ク周辺の立て札を設置。 

・クリークについては農家の意識の改

善。自分の田んぼの下は自己管理を

する等。 

・掘を活かしたハスの花のきれいな場

所。子ども達でも安心して釣りがで

きる場所。 

・クリークの流れを良くする。 

・クリークをきれいにするためには、

みんなで草刈りやゴミを捨てないよ

うにする。 

・水の浄化の為、山の井川の上流より

の導水。 

・掘の水質の浄化。 

・水質改善のために一人ひとりの意識

を変える。（なるべく石鹸を使う。） 

・クリーク清掃して、水の流れを良く

する。 

・堀を中心としたまちづくり。（人が近

づけるようにする、公園化。） 

・田、クリークの維持。 

・クリークの道沿いの崩れているのを

直す。 

・堀割り、水問題で、年中花宗川に流

して欲しい。上地区と下地区の水門

の管理が必要である。 

・クリークに取り組みにあたり決定し

たら、みんながひとつになって行か

なければ実行は出来ない。 

・クリークの整備。（護岸、泥土場等、

議会での承認と予算化。） 

・堀の手入れ、掃除、ゴミも取る！ゴ

ミを捨てない、散らかさない！ 

・堀の水をきれいに。 

 

・クリーク内の水流の確保。 

・堀をきれいにすること。①ゴミを捨て

ない。②ゴミを拾う。 

・雨水利用とクリーク利用の遊び場をつ

くる。せせらぎ、ジャブジャブ池など。 

・堀の周りの空地に木を植え、休める場

所をつくる。 

・クリークの整備、行政と地域で協力。 

・掘割、クリークの整備、国、県からの

補助金、町の予算化。 

・自然と遊び、堀での水遊び。 

・山の井川にカニが多くたくさんいたの

で、水をきれいにして、ゴミを捨てな

いのはもちろん、水をきれいにする装

置を開発。 

・クリークの整備、周辺のゴミ拾い等。

部落の道路沿いに花等を植える。 

・クリークをきれいに！隣町の柳川市が

定めている「掘割の日」を大木町でも

制定して、クリークの一斉清掃、ゴミ

拾いをする（年に何回でも）隣組単位

でする。 

・用悪水路の整備。（流水を維持する。） 

・行政だけではなく（堀割り）協力、ボ

ランティア等を大いに利用！ 

・山の井川のポイ捨てをなくす。 

・クリークの水質改善を願う。そのため

にはプロジェクトチームを立ち上げて

欲しい。 

 

・コミを拾う → 掘 → 道路等 

→ 大木町 全体の！ 

・ゴミが捨てられそうな場所。あった

場所のマップをつくり、改善する対

策、行動をする！（草を刈るなど。） 

・犬のフンは犬税を取る。 

・ポイ捨てゴミを町民で拾う、週に１

回家の周り。 

・えのきのおがくず等が畑等に散乱し

て悪臭がある。大木町は臭い町と言

われない様、集積所に集める為の施

設を設ける。 

・廃材の撤去できる対策。 

・大木町は汚いものゴミと考えない。

共存共栄の考え方。 

・毎回１回、各行政区ごとゴミ拾いを

する。道路沿い、クリーク等。 

・道路にゴミを捨てない。道路のゴミ

を拾う。 

・山の井川のゴミ拾いは、地区だけで

は無理、校区全体で取り組めないだ

ろうか？ 

・ゴミを片づける。（放置ごみ） 

・自転車が邪魔だから、回収！ 

・草取りをする。ラインをくっきり出

す。 

通 学 路 

 

 

・通学路の拡張工事を町の人にしても

らう。 

・通学路の歩道整備。 

・通学路の時間帯制限の一方通行を設

けて、安全確保する。 

・町道を利用した通学道路、安全な登

下校にするには、路側帯の白線より

歩道用の白線を引くべき。 

・道路の整備、歩道付通学道路。 

通学路の歩道と設備道路を広くし

て歩道をつくれるスペースを確保

する。 

・道路整備、特に通学路に整備。 

・線路沿いの通路の確保。 

・通学路の拡張より裏道を確保する。 
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公園・遊び場 田園・景観 県道（バイパス） 

 

・子どもを増やすため公園など子ど

もが遊べる場をきれいに直して

欲しい！ 

・運動公園への取り付け道路が狭

い。利用状況は「少年野球」と「グ

ランドゴルフ」がメイン。もっと

外部からも人を呼び利用活性化

が必要。 

・石丸山公園の周囲の整備を土甲呂

で行った様な開発は出来ない

か？ 

・公園緑地に対する補助金の監督。 

・運動公園にある運動が出来る器具

の整備と修理。 

・２５ｍ以上の温水プールが欲し

い。 

・にぎわいのある公園づくり。 

・アクセス、道の駅、運動公園、石

丸山公園をもっと有効活用して

欲しい。 

・ポケットパークをつくる。空地の

利用を考える。 

・柏原団地跡の公園化を早く整備。 

 

 

 

 

・田舎を保つ。（建物は平たく。） 

・高架線、看板等、業者さんとの協力。 

・田園を守る為に、後継者をつくってい

く。 

・電柱の無柱化。 

・耕作放棄地をなくす。 

・環境美化、神社、文化財保護の為のボ

ランティア組織づくり。 

・アクアスの付近の堀に冬期、カルガモ、

夏期、ハスの花を。 

・市民による環境美化の活性化。 

・美しい田園風景を守る為の住宅づくり

を考える。 

・優良農地を守ることは大切だが、建物

をつくりたい時の規定条件を明確に

してつくれるようにする。 

・住宅部のデザイン統一。（壁面線、屋

根の形、色、材質） 

・田園、区画の広大化。 

・田園風景を残すためには、喜んで農業

をやっていく後継者づくりも政策

を！ 

・田園は公園と考える。街全体は公園と

捉える。 

・田園地域には住宅を建てさせない。 

・田んぼのところどころにトイレを設

置。 

・エコな町を農業を結びつけた研修施設

を。 

・道の駅周辺の整備、緑地（木）化、畑

の整備。 

・不良、不要な看板の撤去。 

・乱開発の中止。 

・建築様式の調査、見直しの必要あり、

歴史を探ること。 

・美しい田園風景を観光資源に。フォト

スポットを意図的につくりあげるこ

とも大切。 

・地権者とも相談し、土地の賠償も検討

する。 

 

 

・県道の歩道整備。安全な歩車分離、歩行

者の為でもあるが自動車のためにもぜ

ひ！ 

・細い道路を広くして欲しい！→ 町の人

にしてもらう。（工事を！） 

・バイパス沿道から寄りたくなる仕掛け。

森に立ち寄り休憩場所。（木陰） 

・県道７１６号が明治初期までのメイン道

路、明治中期から平成初期までが国道４

４２号がメイン、平成のメインは４４２

号バイパス、この交差付近に西鉄駅を移

し再開発をする。 

・自歩道をつくる。 

・幹線道路、走って歩いて健康になれる様

な道づくり。大木町に健康な明るい町づ

くりは道づくりから。 

・歩道確保の為、用地確保の為、県に申請。 

・歩道の整備。（設置） 

・沿道のライン整備をする。道路だけでは

なく、塀、花壇なども。 

・バイパス設置や開発のために国、県に予

算をつけてもらう。 

・バイパスの周囲は町の開発計画に組入

る。 

・既設道路の交通体系整備。 

・バイパス建設について、議会で立案して

欲しい。 

・道路拡幅が難しい場合、現状道路は生活

道路として整備、車（通過車）道路は別

に新設。 

・町（公）道路に歩道の設置。 

・バイパス etc、県道、国道に定期バス etc

を誘致、活性化を図る。 

・道路整備（歩道、拡幅）のための住民署

名運動。 

・健康遊歩道をつくる。 

・国道、県道、主要道路の歩道の設置の議

決。 

・４４２号バイパスの開発には、農地転用

を容易に。 

・４４２号バイパスの開発のため、規制を

ゆるめてもらうようにする。 

・住民の多くは農業を営む、作業車、人が

動きやすい道の整備。 

サ イ ン 

 

・やさしい案内板づくり。 

・駅を降りてからの案内板（どこに

何があるか分かるもの。） 

・看板広告に関して町の条例設定！ 

・分かりやすい案内図！見やすい標

識！初めて来た人の為に、迷わな

いように！ 

・観光マップをつくったらどう？ 

 

 

 

駅 

 

・まず、西鉄特急停車駅、大木町田

園公園駅をつくる。 

・西鉄線路横の側道が暗く利用者や

歩行者、自転車が中心、街路灯の

設置で南北縦断の明るい側道に

した。 

・大溝駅と八町牟田駅の廃止、イオ

ン付近に移設する。 

・西鉄の側道を自転車走行専用にし

て整備する。 

・八町牟田駅周辺を顔にする会をつ

くる。 

・八町牟田駅の開発、久留米～柳川

線の側道をつくる。 

・駅の周辺を歩いて楽しめるよう

に。 

緑 ・ 花 

 

・ハスの植栽について、農地、水、環境

向上対策事業で行う。 

・家の周りの植樹。 

・まずは、身近なところから花一杯運動

を推進する。 

・田園の緑だけでなく、町中の樹木も増

やし整備する。 

・循環型 → 街路樹 → 体験をでき

る場所。木を植えて、育てて、肥料。 

・４４２号バイパスに緑をつくる。木を

植えたり花も植える。 

・雑草の除去 
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まちづくり・地域力（まち） 活動施設 

 

・地域力！まちづくり、整備。 

・町の将来像、提案～配布。 

・３校区ごとにまちづくり協議会を立ち

上げ、課題を継続する。 

・構想図をまとめて課題を明らかにす

る。 

・地域住民の理解と同意。 

・せっかく４回のワークショップをした

ので、この事を大事に伝えていく為

に、町議会共に協議する。組織をつく

り一つ一つ実現に向けて頑張って欲

しい。 

・各組織をつくって活動する。 

・町のビジョンを実現する。優先順位を

つける。 

・優先順位にもとづき事業化するための

計画、予算が必要であれば予算化、事

業実施。 

・自分の身のまわりだけではなく、街全

体の行く末を感じること。 

・これまでの活かしをもとに今後、推進

については議会の仕事！希望する。 

・太陽光発電で経済の発展。 

・都市マスタープランなどの計画の作成

と具体化へのスケジュール設定。 

・実行する事には、予算取を多く取る事

です。 

・今は結果（要望）を行政に丸投げせず

に、改善目的（項目）ごとに専任チー

ムを決めて推進すべき。 

・専門的な組織をつくって検討し、行政

に働きかける。 

・長期計画と短期計画に分けて、実現で

きるところから実行するよう議会で

立案して欲しい。 

・用途を決めて土地利用計画をつくり、

それをもとに、２０年後の町の姿をイ

メージできるビジョンをつくる。ビジ

ョンの共有化！ 

・町民の思いを実現するには、数の力、

住民パワーが必要。思いを集約する場

所機関が必要。○○○実現委員会など

をつくること。根気よく続けること。 

・地域の組織をつくり自分達でやれるこ

とを探る。 

・行政が問題、課題をまとめ、計画にも

り込んできちんとやる。 

・お宮の公的助成。 

・トイレの改善について、行政に依頼す

る。 

・今日の色々な思いを検討し、実現に向

かって活動する集まり、専門委員会な

どを設置すること。 

・町の全体整備計画のために行政、住民、

事業者に入った大規模な組織の設立。 

 

・土地利用計画、景観法を定めて整理さ

れたまちづくりを進める。 

・４回のワークショップより、水浄化、

休耕地…など除外せず取り組んで欲

しい。 

・何もかも町の平等に頼ることなく住民

で出来る事は、行政区で行う。 

・規制を緩やかに開発特区！ 

・国、県への要望。（予算や規制緩和。） 

・何をするにもみんなで決定、実現でき

るまで通い続け、言い続けること。 

・町民と行政の役割を決める。そのため

の考える会等の組織をつくる。 

・町の中心（へそ）の整備（町役場周辺）

商業、集会の文化。 

・エコとは何かを考え、これから先の街

づくりに活かせる。→堀の水が美しく

なる。 

・町の中心部だけでなく、町の周辺部を

良くする。 

・開発時に十分な検討をする。用途を集

結する。 

・継続的な地域活動、何から始めて項目

を広げていくか？ 

・開発時に十分な検討をする。将来を考

えて！見切り発車をしない。 

・みんなで描いた図をもとにひとつずつ

具体的に検討する。 

 

・イオン、パワーup！社長に直訴！ 

・若者向けに店、イオンに求む！（by

中学生） 

・ホームセンターの誘致。 

・町立高校、大学の誘致。笹渕、五反

田に！若者が集まれば、街が賑わう。 

・商業施設の新設、新総合病院の新設

等を期待します。 

・宿泊のできる施設をつくり、農業体

験やエコを学ぶ（体験学習）ができ

る場所も欲しい。 

・総合病院建設、八町牟田駅、農村公

園の整備。 

・商業的部分はイオンにまとめ、他は

シンプルな町を。エコで町民の皆さ

んが頑張っているので、利潤ばかり

求めないで欲しい。 

・大木町の周辺に商業施設は、車で１

０分も行けばたくさんありますの

で、田を宅地にして大木町に商業施

設を増やさないで下さい。 

・公共施設の屋根に太陽光発電設備を

設置する。 

・一人ひとりが町をきれいにしょうと

か、堀を大切に思っているので自分

にできること、花を植え、ゴミを捨

てない、その心を住民がもっと持っ

て行動して欲しい。 

・車の充電器を道の駅と役場につくる。 

・住民全員による地域整備！道路、ク

リーク、寺社等。 

 

 

 

そ の 他 

 

・柏原団地跡地は、今、陸上部に貸し

てあるけど車が邪魔になっているの

で中に止めてもらいたい。 
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資料－２ 大木町総合都市計画と町長マニュフェストの検証 

                      大木町総合計画と町長マニュフェストの読解き                     

計   画 目   標 田園景観・農業 都市計画・土地利用 循環型まちづくり 

個性ある地域づくり 

平成 ４年 

・水利施設系を公園化。 

・公共施設周辺の掘割活用。 

・集落ごとの施設と景観整備。 

・水と緑のセンター。 

・大木町の個性「水であり緑であり

農村の風景」１０００年の歴史。 

・美しい伝統的景観と文化を代表す

る掘割、農地は大木町の特徴であ

り財産である。 

・将来に対する責任。 

（農業文化・環境保全教育） 

・美しき農村風景の維持と形成。 

・掘割の持つ環境保全的役割の継承。 

大木町の人々が行っていた掘割によ

る環境保全の考え方や事業を後世に

伝える。将来これを観光・レクレー

ション・文化財あるいは住宅地とし

て活用する 

第３次総合計画 

平成 ４年 

 

・個性的な生活文化を創る農村ニュ

ータウン。 

・魅力的な顔をもつ水と緑の町。 

・優しさとやすらぎに包まれた福祉

の町。 

・水と緑は最大の魅力。 

・掘割が造形する独特の景観と心温

まる人と自然。 

・久留米都市圏の住宅地の拡大によ

る土地利用の混乱。 

（土地利用計画の策定が急務） 

・中心市街地の形成（まちの顔）を

積極的、計画的に。 

・八丁牟田周辺、大溝駅周辺 

 

第４次総合計画 

平成１３年 

変更点 

・個性的な暮らしと文化を創る町。 

 

新提案 

・ヒューマンスケールの町。 

・クリークの統廃合をいかして田園

風景を形成する。 

・掘割のある風景を重要な歴史的、

文化的な要素として見直し活用。 

・小規模な宅地開発散在、住宅と工

場の混在。（土地利用の混乱） 

・都市計画制度の導入による市街地

拡大抑制、複合文化施設の集約に

よる中心市街地の形成。（アクア

ス） 

・国土利用計画の見直し。農業振興

計画の見直し、土地利用計画の策

定。 

クリーク汚染広がる。 

循環型社会形成急務（リサイクルセ

ンター） 

町の活性化、魅力的なまちづくりに

向けてのボランティア活動。 

第５次総合計画 

平成２３年 

循環‣共生・協働のまちづくり 

（緑の風が吹き渡るふるさと暮らし

輝く環のまち・おおき） 

 

 

 

 

特 性 

・堀と水田に包まれた豊かな田園空

間が広がる、水と緑の自然がいき

づくまち。 

方 針 

・堀の整備、保全 

・公園・緑地の整備 

・農地のスプロール化、住宅・工場

の混在。 

・町民との協働による土地利用の検

討。 

・田園空間保全区域・集落環境整備

区域・市街地環境整備区域・交流

空間活用区域。 

特 性 

・〔循環のまちづくり〕を積極的に進

めるまちづくり。 

方 針 

・（もったいない宣言）（循環センタ

ー） 
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計   画 目   標 田園景観・農業 都市計画・土地利用 循環型まちづくり 

町長マニュフェス

ト 

水や土といった「命の源」を大切にし、

環境に負荷をかけないで暮らすことに

価値を置いたまちづくり 

世界の流れの中で確固たる輝きを維持す

る農村であり続けるための人づくり 

大地を耕し消費者に喜ばれる農作物や加

工品づくりを通して健康と生きがいをも

たらす作物づくり活動の支援 

きれいな農村づくり事業による美しい田

園景観の維持、保全活動の支援 

耕作放棄地をなくし土地利用型の地域農

業を維持 

 

 

西鉄八丁牟田駅前の整備 

 町の中心市街地でありまちの顔 

 

健康福祉センター周辺 

 町の健康づくりゾーン 

町民との協働により確立しつつある循環

型社会の仕組みやノウハウを基盤にして

大木町が秘めている可能性を引き出し、

磨き上げ、愛着や誇りをもって暮らせる

仕組みづくり 

豊かな資源を見直し、水と緑の自然が息

づく美しく快適な町の空間をつくり、世

界に誇れる循環のまちづくり 
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第２回検討委員会（平成２５年１１月６日） 

 

レジュメ 第２回検討委員会レジュメ 

 

大木町における景観及び土地利用検討委員会 

                             平成 25年 11月 6日 

 

 

１. 開 会 

 

２. 委員長挨拶 

 

３. 議 事 

 

1)  確認事項 

① 第１回検討委員会の振り返り            （資料-1） 

② 第１回学習会の振り返り              （資料-2） 

 

2)  協議事項 

① これまでのまとめ  

Ⅰ.景観・土地利用のビジョン           （資料-3） 

Ⅱ.景観・土地利用にかかるまちづくりの方向性  （資料-4） 

② 大木町のまちづくりビジョンについて           （意見交換） 

③ 今後のスケジュール                  （裏面） 

④ その他 

 

４. その他 

 

 

５. 閉 会 
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資料－１ 第１回検討委員会の振り返り 

 

第１回検討委員会(8月 20 日)の振り返り 

 

１．景観・土地利用計画の捉え方 

大木町の景観は農業エリアと生活･道路エリアから成り立っていると考えられる。 

A 農業エリアの景観、B 幹線道路(八丁牟田駅周辺及び大溝駅周辺含む)エリア、それぞれ

の景観のあり方を基本に検討していく。 

 

【委員から出された意見】 

 

A 農業エリアの景観 

・ 土地の上で営まれる農業が景観を作っている。→田園風景そのものが景観である 

・ 農業エリアの景観は、農業のあり方によって決まる。 

・ 大木町の目指す農業は循環型のスローライフ・スローフードである 

・ このエリアの重要な景観要素としてクリークがある。 

・ 伝統的に受け継がれてきた地域コミュニュティー単位の鎮守の杜の景観も大きな要因

である。 

 

 

B 幹線道路エリア(八丁牟田駅周辺及び大溝駅周辺含む)の景観 

・ 鉄塔やアクアス・建築物・看板が景観を作っている→建造物そのものが景観の主たる

要素である。 

・ 幹線道路エリア(八丁牟田駅周辺及び大溝駅周辺含む)の景観は、建造物のルール化で

決まる。 

・ 大木町が目指す建造物のルールは作成されておらず、ルール化は必要だと思われる。 

 

 

 

２．景観・土地利用の在り方の検討のための前提条件 

・地域の資源(宝)となるクリーク(堀)の活用の仕方 

・循環型のまちづくりの推進 

・ビジョンのもとになるのは大木町の伝統的景観（原風景） 
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資料－２ 第１回学習会の振り返り 

 

第 1回学習会(10月 17 日)の振り返り 

 

 

               １景観土地利用の方向性 

                    ↓ 

        ２農地転用・３堀の整備・４循環のまちづくりが行われて来た 

                    ↓ 

               ５ビジョン作りに向けて 

 

 

１大木町景観・土地利用の方向性 

① すでにある計画と理念 

計画 個性ある地域づくり計画・総合計画第３～５次・町長マニフェスト 

                ↓ 

  理念 ①水と緑の自然②堀のある景観③暖かいふれあい空間 

② 阻害要因 

要因 生活環境の悪化・スプロール・ミニ開発・混住化 

              ↓ 

結果 だらしない肥大化・無計画な市街・農地と堀の汚染 

③ 土地利用計画の必要性 

・生活環境の悪化→排水対策 

・スプロール→農村ニュータウンと中心市街地の区分け 

・ミニ開発→土地利用計画が必要 

まとめ 

計画はあるが、実施出来なかった。 

現状を改善するため個別に対策を実施してきた。 

しかし、改善は見られない。 

そこで、景観土地利用計画を立て、ビジョンを再構築し、政策を作る必要がある。 

 

２農地転用の経過 

① 農地転用とは 

・農家台帳に現況が田、畑として記載のある農地を宅地等にして使用する場合に、農地法に基づく県の許

可を受けて造成等を行うもの。 

・大木町は全域が農業振興地域法により農振区域に指定されており、転用が可能なのは、農振農用地（青

地）から、除外をされた農地（白地）のみである。 

 ・農振除外地（白地）でも農地の種別があり、3 種農地（駅や役場から 300ｍ以内）は転用可、それ以外

の農地は原則転用不許可（不許可の例外あり）となっている。 

② 農地の現状 

・農振農用地（青地）から除外するには農振法の手続きが必要だが、農業の振興に寄与する目的でないと

除外が出来ない。また、H21 農地法の改正により、農振法に基づく 除外ができても、農地法に基づ
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く転用ができないこともある。 

③ 将来展望 

・現在の農振法と農地法の運用のままなら優良農地は守られていく。 

 ・3 種農地でも、青地であり耕作困難な農地については耕作放棄地になる恐れがある。 

 

３堀の整備 

① 堀とは 

 ・国営水路・町が管理している県営水路・堀で管轄が違う 

 ・89%は大木町管轄の堀 

② 堀の現状 

・昔は農業用水として流れていたが、現在は生活排水がたまっている 

・新しい住宅地は合併浄化槽を設置していて、堀を汚さない 

・石張り工法による堀の改修で景観が美しく、植生も豊かになってきた 

・地域共同活動として行政区で住民自ら整備し始めた 

③ 将来展望 

・堀の清掃制度が必要 誰がどうやって清掃するか 

・堀の水を流す工夫が必要  

 

４循環のまちづくり 

① 循環のまちづくりとは 

・大木町独自のごみ処理システム  

② 循環のまちづくりの現状 

・年間 3000 万円節約・3000 人の見学者 

③ 将来展望 

・大木町の地域資源は、農地・堀・神社・空き家・遊休地・コミュニティ・ごみ 

・地域資源（人・モノ・金）を活かして環境に優しい暮らしへ 

・FEC 食糧・エネルギー・介護の自給自足 

 

５ビジョンづくりに向けて 

 ・景観は住民の思いから生まれ、住民の行動で完成する 

 ・堀は町の宝、守りたいが守れない 

・堀の機能は農業利用から生活利用に変わった 

・住民の堀への関心が弱い 

・堀の価値を再検討して関心を高め、管理者とルールを決める 

・堀を清掃するスペース（建物と堀の間）の確保 

・堀の水を流す工夫 

・良いものは手間暇がかかる 

・原風景に戻すために、残すべきものを選んで残す 

まとめ 

住民に思いがなく、行動しなければ、まちの景観はだらしなく肥大化するままになる 

そこで、理念を再確認し、現状とのギャップを埋める対策を考える 

そして、堀のある景観を使った新しい産業を創造する
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資料－３ 景観土地利用のビジョン 

 

Ⅰ．景観・土地利用のビジョン（構想案）                                

 

景観・土地利用のまちづくりのビジョン(構想)は、大木町の第３次から第５次総合計画とその他既存計画に掲げら

れた将来像、目標と連動し、目指すべき景観・土地利用の姿、あり方を示すものでなければならない。 

 

 これまでの政策や計画 
 

 

 

               既存計画における景観・土地利用（まちづくり）の記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

第３～５次総合計画 個性ある地域づくり基本計画 町長マニフェスト・まちづくりビジョン 

目標 

 ・土の香りと木の温もりに包まれた生活と生産の場を、水と緑の土地の上に 

造形する。 

 

 ・魅力ある水と緑の豊かさ、美しい景観に満ちた田園都市。 

              （水と緑の環境を誇る新しい住宅地の形成） 

 

 ・乱開発を防止し、適正な土地利用を促す。（土地利用計画の必要性） 

 

 ・水や土といった「命の源」を大切にし、環境に負荷をかけないで暮らすことに価値を

置いたまちづくり。 
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 町民の声 

 

     ※別紙参照 

 

 第 1回検討委員会での意見 

○景観を守っていきながら人口が増えるようにしていきたい。 

○住みやすい町にしていくために、一定のルールをつくるべき。 

○便利なことを求めると都市みたいなものになるし、それと違うものを求めるならば少し我慢することに合意しなければならない。 

○先人が作り上げた暮らし、残してくれた堀を今に生かすという意味でも循環という言葉を使っている。 

○昔のものを今に活かして、未来につなげる視点。 

○堀を守るためのルールづくりをきちんとして、それぞれがやっていく。 

○堀は負の遺産になっている。これを文化遺産としていくのか、これをどう生かしていくのかビジョンをつくっていく。 

○昔には戻れない。違う形で堀を活かせないか。景観・土地利用で堀ははずせない。 

○大木町の一番の値打ちは｢循環｣。 

 

   

 

 整理・まとめ 

“先人の知恵を大切に受け継ぎ、次の世代を思いやる 

豊かな環境と美しい景観を守り育てていく” 

堀と田んぼを活かした(大切にした)まちづくり 

循環のまちづくり（自然・居住環境の調和） 景観ワークショップ 
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資料－４ 景観・土地利用にかかるまちづくりの方向性 

 

Ⅱ．景観・土地利用にかかるまちづくりの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

堀と田んぼが織り成す『食の風景』を大切にし、 

それを活用して人々の交流を促し、まちににぎわいの場と拠点をつくり、 

次の世代に自信を持ってバトンタッチできる 

｢質の高い暮らしの場（居住空間）｣を守り、成長するまちを目指す 

食の風景 

の保全 

①立地基準を設けたゾーニング 

 

②開発行為に関するルールづくり 

 

③堀の保全管理に関するルールづくりと 

体制づくり 

 

④アクアス及び道の駅を核にした 

にぎわいづくり 

 

⑤地域特性を生かして、町ぐるみで 

環境に負荷をかけない暮らしづくりと観光づくり 

にぎわいの

景観創出 

質の高い 

暮らしの 

景観育成 

【考えられる（また見直す）制度の案】 

 

○土地利用調整基本計画の策定 

○開発行為の手続き、開発基準の明確化 

○景観形成のための補助金の創設 

○堀再生推進計画の策定及び推進体制の確立 

○屋外広告物条例の見直し 

○観光・まちづくり交流事業の拡大、強化 

○観光農業の促進・コミュニティービジネス促進 

○観光と生活の利便に対応した自転車通行ネットワーク 

  等 
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町民が思い描く望むべき景観と実現のルール 

景観・土地利用の将来ビジョンを具体化する場所・内容とその実現のために必要なルール、制度は、昨年開催された町民ワークショップに以下のよう

に出されおり、これらを参考にこれからの取り組みがなされることが望ましい。 

 

分類 望まれている景観 実現のためのルール（制度・仕組み） 

田
園
空
間 

花や木々により修景されたクリーク・道路沿線 まちづくり協議会の設置 

水質がきれいに維持管理されている美しいクリーク ポイ捨て禁止条例（有り）※「大木町美しく住み良い環境を創る条例」 

行政区、校区、近隣自治体と連携した清掃、維持管理 

町民のボランティア、市民活動による自発的の支援 

ゆとりと潤いを感じさせる水と緑あふれる公園  

 

開放感あふれる素朴な田園地帯の維持 

住宅建設の規制 

鉄塔の圧迫感の軽減 

広告・看板のコントロール 

観光資源となって人を呼ぶ田園風景 田園景観を壊さない建築物、工作物の誘導 

居
住
空
間 

農村集落景観（住宅地）の保全 建物のデザイン統一の設定 

 （壁面後退、外観の形･色、緑化、クリークの維持） 

駅周辺、バイパス周辺の賑わいのある景観 再開発による駅周辺整備のための規制緩和 

道路沿道の施設立地のための規制緩和 

計
画
・
仕
組
み 

身の周りだけでなくまち全体の美しさ感じられる大木 

（全町公園化構想） 

まちづくり協議会の設置 

行政と町民の役割分担による活動 

町民みんなで取り組む誇りを持てる景観 

 

 

短期、長期の目標を持つ 

ビジョン、目標を掲げた取り組み 
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第３回検討委員会（平成２６年１月１７日） 

レジュメ 第３回検討委員会レジュメ 

 

第３回 大木町における景観及び土地利用検討委員会 

 

平成 26年 1月 17日 

 

１．開 会 

 

 

２．委員長あいさつ 

 

 

３．議 事 

１）確認事項 

① 業務目的の再確認       （資料‐１） 

② これまでの経緯        （資料‐２） 

③ これまでのまちづくりの検証  （資料‐３） 

④ 検討委員会の検討経緯     （資料‐４） 

 

２）協議事項 

① 理念及びビジョン（案）    （資料‐５） 

② 来年度以降の取組（案）    （資料‐６） 

③ 検討報告書の構成（案）    （資料‐７） 

 

 

４．その他 

① 検討報告書の確認のための委員会開催について 

② その他 

 

５．閉 会 
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資料－１ 業務目的 の再確認 

 

 

①    業務目的 の再確認 

 今回の委員会業務は今後の町の将来像となる「大木町まちづくりビジョン（理念、まち

づくりの目標）」を取りまとめるため、これまでの大木町のまちづくりの取り組みとその

検証、総合計画に掲げられた施策･事業の実績評価を行い、大木町が歩んできたまちづく

りに整合した景観、土地利用の在り方を検討する。 

本年度は既存計画の実施結果をこれまでの産業や土地利用の現況データ化と照合し、現

状分析、課題の整理を行う。また、平成２４年度の「大木町景観ワークショップ」（参考資

料-1）で得られた町民の声を参考に大木町のまちづくりビジョン（理念・目標）を策定し、

平成２６年度以降の本格的業務への道筋を立てることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大木町が取り組んできたまちづくりの実績     平成２４年景観ワークショップ 

 

                                

 

大木町まちづくりビジョン 

                          （理念・将来像未来図） 

            

 

                   現況データ（事業、土地利用変遷等） 
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資料－２ （第１回検討委員会で確認した）「これまでの経緯」 

資料－３ これまでのまちづくりの検証 

資料－2 

  （第１回検討委員会で確認した）「これまでの経緯」 

  平成２４年、大木町議会活性化特別委員会の呼びかけにより福岡県建築士会景観整備機構

の協力のもと、議会活動への市民参加手法による「大木町景観ワークショップ」が開催され、

景観、土地利用の視点から今後の大木町のまちづくりが議論された。 

  その結果、町民の自由な意見交換による一定の合意形成がなされ、1000 年以上の歴史を

もつ掘割や水田、また歴史的・文化的な施設である神社等(鎮守の杜)の風景の大切さが広く

認識された。 

この結果を踏まえ、平成２５年度は大木町議会から提案された「委員会の設置」に基づき、

「まちづくりビジョン」づくりに取り組むことになった。 

資料－3 

  これまでのまちづくりの検証 

 この２０年間にわたり大木町の将来を描き、その実現を図ってきた全体計画に、第３次～第

５次総合計画や「個性ある地域づくり基本計画」等が挙げられる。これら計画の内容と実績を

整理することで大木町が目指してきたまちづくりの方向性や問題点を探り出すことができる。 

 

■重点的な課題として位置づけられてきた田園や堀のある景観づくり 

 総合計画には一貫して水と緑のある景観がまちの特性として位置づけられている。水は

クリーク、緑は田園、地域の核は鎮守の杜と捉え、全町公園化の構想のもと公共施設や神

社とクリークが一体となった公園化が計画的に推進されたものの、町民が誇れる水辺の景

観としての広がりは不十分である。 

 

■見送られてきた土地利用政策 

 農業振興地域に町域の多くが指定されている土地利用の見直しの指針がなされてきた

が、都市計画、土地利用計画等の取り組みまでには至っていない。第５次総合計画におい

て、土地利用のガイドラインとなる利用区分は示されているが全町のグランドデザインと

の連動が求められている。 

 

■循環のまちづくりによる自治体経営 

 ゴミのリサイクル等、町ぐるみの取り組むによる協働のまちづくりが実践、定着してい

る。水や土、緑が貴重であることを長い歴史の中で身を持って感じてきた地域の人々は、

みんなで力を合わせてその維持、管理を行ってきた。 

 町の特徴である田園や堀を維持していくには農業が元気にならなければならない。そ

のためにはこれまでの生産中心から観光や交流を促し、農業の６次産業化を進めてい

くことが必要である。そのためにも命の源となる田園や堀を再生保全し、人が賑わう

機能や仕組みを整えるとともに、次世代を思いやる循環のまちづくりをさらに推進す

る必要がある。 
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資料－４ 平成２５年度大木町景観・土地利用 検討委員会の検討経緯 

 

 

②  平成２５年度大木町景観・土地利用 検討委員会の検討経緯  

1. 第１回検討委員会（８月２日） 

①  議題 

 事業の進め方、スケジュール（学習会の内容） 

 景観・土地利用に関するこれまでの取り組み 

②  提案内容 

 1000 年の歴史に裏付けられた歴史、伝統文化景観を大切にしていくことがまちの魅

力を高める。生態系や環境保全を図る循環型のまちづくりのあり方を模索していくた

めのビジョンづくりに取り組む。 

 大木町がすすめてきた政策に整合する景観・土地利用の計画としていく。 

 

③ 出された意見 

 田園景観を大切にするということは経済活動にも影響するし、堀の保全管理となると

地域や住民の負担もあり、長期的なまちづくりの向上には結びつきにくい。 

 経済優先の中で大木町が培ってきた価値ある歴史、文化景観が失われ自信も無くして

いる。循環のまちづくりを活用して美しい、誇れる景観をつくっていくことに向かっ

ていくためにもビジョンや強力なリーダーシップがいる。 

 クリークを残し、クリークをきれいにしてそれをいかして景観をより良くしていくこ

とには反論はない、住民の意識を高め堀を守るルールをつくっていく地道な運動がい

る。 

 

２．第１回学習会（１０月１７日） 

① 議題 

  大木町の現状把握 

  まちづくりビジョンのあり方 

 

② 提案内容 

ｱ. 農業委員会 農振除外の経過と今後の課題 

ｲ. 建 設 課 クリークの整備経過と今後の課題 

ｳ. 環 境 課 「環境のまち」から循環のまちづくり 

  総合計画等で長年にわたり土地利用計画の必要性が課題に挙がっている。 

  将来に向けて「循環のまちづくり」が景観・土地利用にもが関連するキーワード。 

  農業振興計画で間接的な土地利用規制があり、田園景観が守られてきた。 

  まちとしての方向性がないまま、整備、改善されてきたクリーク。 

  

③ 出された意見 

 課題が見えていないのにビジョンや計画ができるのか？ 

 住宅地の掘割をいかして生き物と共存するまちづくりなど町の景観を次世代に伝え

ないと将来へのエネルギーが生まれない。 
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 景観・土地利用計画を立てて、ビジョンを再構築する必要がある。 

 堀を大切にしてまちづくりに生かしていく新しい産業景観をつくり出していくべき 

 土地利用は守るべきゾーンと活性化すべきゾーンに分けて考える。 

 

３．第２回検討会（１１月１６日） 

① 議題 

  まちづくりビジョン 

  まちづくりの方向性 

 

② 提案内容 

 景観・土地利用ビジョン 

 まちづくりの方向性と実現のための手法 

 食の景観、賑わいの景観、魅力ある暮らしの景観 

 

③ 出された意見 

 風景が観光資源となる可能性もある。 

 守る景観で終わるのか、つくる景観まで考えていくのかを明確に。 

 地域の暮らしを自分たちで考えていく仕組みを景観・土地利用で考える。 

 景観の誘導(守る景観・規制、作る景観・誘導)と文化としての景観を混同してい   

る。 

 ビジョンから課題を探り、ビジョンをつくれば仕組みができ、結果、風景がよくなる。

ビジョンから方針、施策と落としていける実効性のあるビジョンをつくるべき。 

 価値観が違う人が共有できるビジョンを。 

 

４．第２回学習会（１２月１６日） 

① 議題 

 理念、構想について 

 

② 提案資料 

 理念、ビジョン、構想（食・賑わい・くらしの景観） 

 地域区分（対象エリア）と将来像 

 考える視点（境環境課長、玉原副町長、駄田井久留米大学教授） 

 ワールドカフェ的意見交換 

 

③ 出された意見 

 景観土地利用の目的は何か？ 

 考え方、理念を統一する。わかりやすい表現に 

 理念が幅広く、目標も総花的なのでわかりやすく絞り込む。 

 クリークや鎮守の杜を中心にした集落・農地を守る程度の地区区分 

 ゾーニングは必要。景観ゾーンの作成をもとに土地利用計画を別途。 

 今の農振農用地以外のゾーニングに意味はあるのか？ 
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資料－５ 【理念・ビジョン】(案） 
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資料－６ 来年度以降の取組 

 

来年度以降の取組 

 

◎将来像実現のための方策の検討 

  ○検討にあたっての基本的な考え方 

・理念、ビジョン（目標）の再考、わかりやすく絞り込む ⇒（目的の共有） 

・目的は個性あるまちづくりを目指して 

1)循環のまちづくりにおける持続可能な魅力あるまちづくり 

2)新しい農業を基盤にした地域の活性化 

・総合計画に基づきこれまで長年の課題であった土地利用計画に町民が日々感じ将来

が見て取れる見える環境（景観）を基準にして取り組む。 

・これまで、農振農用の規制だけでやってきた土地利用の現状と近年成果を収めてい

る循環のまちづくりの現状、課題を取り上げていく。 

・理念に沿ったまちづくりのあるべき姿、求めていく方向はゾーニングという形で進

めるが、その手法は農振農用地の取り組みをベースに町独自の取り組みも視野に

入れた夢の持てる将来を見据えたものにする。 

・現状の追認ではなく新たな農業、観光交流、そして協働によるコミュニティーの再

生、地域まちづくりの挑戦も含めたものにする。 

  ○具体的な検討事項 

・保全のルールと誘導策 

・建物立地のルールと誘導策 

・建物形態(高さ・敷地面積・周囲の植栽・堀岸等)ルールと誘導策 

・住民参加のルールと誘導策 

 

◎実効性を担保するための制度の検討 

 

◎町民の合意形成を図るための施策の実施 

 

◎検討委員会の継続 
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資料－７ 報告書構成案 

 

 

 

大木町における景観及び土地利用に関する検討報告書 

構成(案) 

 

１．はじめに（これまでの経緯と検討の目的） 

 ○景観ワークショップ 

 ○大木町のまちづくり 

 ○次世代のための取組 

 

２．前提条件の整理 

 ○町民の考え(景観ワークショップの成果) 

 ○第３～５次総合計画等長期計画の枠組み 

 

３．大木町の景観及び土地利用にかかる将来像 

 ○理念 

 ○ビジョン 

 ○構想 

 

４．将来像実現のための方策（案） 

 ○基本的な考え方 

  1）保全のルールと誘導策 

  2）建物立地のルールと誘導策 

  3）建物形態(高さ・敷地面積・周囲の植栽・堀岸等)ルールと誘導策 

  4）住民参加のルールと誘導策 

 

５．今後の検討に向けた課題（案） 
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資料－８ 景観土地利用ゾーニング修正図 
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第４回検討委員会（平成２６年３月２７日） 

レジュメ 第４回検討委員会レジュメ 

 

 

第４回 大木町における景観及び土地利用検討委員会 

 

平成 26年 ３月２7日 

 

１．開 会 

 

 

 

２．委員長あいさつ 

 

 

 

３．議 事 

① 検討報告書について 

② 今後の取組みについて 

③ 報告書の添付資料について  

④ その他 

 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

５．閉 会 
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第１回学習会（平成２５年１０月１７日） 

レジュメ 第１回学習会レジュメ 

「景観・土地利用検討委員会」学習会 

平成 25 年 10 月 17 日 

大木町役場 大会議室 

１．開  会 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．学 習 会 

  テーマ：「大木町のまちづくりの経過を検証し、景観・土地利用の方向性の基礎を作る」 

 

①学習会の進め方説明 

 

②基調講演 

  講 師：十時 裕 氏（有限会社 プランデュー代表） 

      テーマ：「大木町の各総合計画の資料を読み解き、 

今後の大木の景観・土地利用の方向性を探る」 

         （多くのまちづくりをサポートしてきた経験から大木町の各資料を読み解く） 

 

③パネル討論 

農業委員会  古賀 利治 主査 

   「農地転用の経過と今後の課題」  

 

建設水道課  井上 文夫 係長 

   「堀の整備経過と今後の課題」 

 

環 境 課 益田 富啓 係長 

   「［環境のまち］から［循環のまちづくり］へ・循環の意味を探る」 

    

   ④意見交換 

・大木町の現状について 

・今後のまちづくりビジョン(将来像)について 

・その他 

 

４．その他 

 

次回開催予定日（検討委員会）11 月 6 日(水)10 時 00 分～ 12 時 00 分 

 

５．閉 会 
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資料－１ 大木町総合計画と町長マニュフェストの読解き 

第１回検討委員会資料２ と同じ内容 （別紙１２） 

 

資料－２ 継承する理念 

   大木町景観・土地利用検討学習会    

 

◎継承する理念・ 

 ・堀(クリーク)の統廃合による圃場区画の大型化、農業用排水路、農道整備等の完了により農業近代化の

前提条件が整う。                    

・農業は基幹産業。その中心は水田から施設農業へと 

 

 

・土の香りと木の温もりに包まれた生活と生産の場を水と緑の土地の上に造  

形する                              （3 次 21ｐ） 

 

 ・２１世紀のまちづくりの大切な理念の一つは美しい景観    （４次 35ｐ） 

 

 ・大切に守っていくものは水と緑の美しい自然、先人たちが受け継いできた伝統文化に培わ

れた農村集落景観 

 

 ・堀(クリーク)が造形する大木町ならではの景観を大切に自然と人との温かいふれあいの生

活空間 

 

 

 ・魅力ある水と緑の豊かさ、掘割が造形する独特の景観。 

 

・美しい景観に満ちた田園都市を目指す 

 

 ・まちの個性を映し出すものは水（クリーク）と緑（集落）の造形 

 

 ・水と緑の環境を誇る新しい住宅地の形成 

 

・住民生活の中で堀は身近なもの。その整備浄化はゆとりと安らぎのある 

居住環境に欠かせない                 （4 次４２ｐ） 
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◎将来像を阻むもの 

 ・久留米都市圏の一角を担い、ベッドタウン化の進展。 

 ・中小工場が年々進出し、乱立した結果、ばい煙、悪臭、雑排水等で住環境の悪化 

 ・農地の無秩序な転用（小規模宅地開発、工業団地） 

・農地の転用（56 年から⒑年間に 50ha。うち 19 ha が住宅） 

（平成⒓年から⒑年間に 31ha） 

 

 ・騒音、水質汚染による農業生産・生活環境悪化 

 ・スプロール、混住化は集落機能の低下を 

 ・ミニ開発が新市街地と農村集落の不調和を生む 

 ・混住化に伴う営農環境・生活環境の悪化 

 

 

◎土地利用計画へ 

 ・農地のスプロール傾向を是正。農村ニュータウンや中心市街地等が調和のとれた景観 

の整備のための土地利用計画を（3 次） 

 ・都市化の圧力を放置すると住宅や工場が無秩序に張り付き、町はだらしなく肥大 

 ・純農村的地域とベッドタウン的地域とが併存し、市街地らしい市街地はできない 

 ・市街地の拡大を抑制して複合文化施設がある中心市街地に集約立地（4 次） 

 ・現在は農村地域というより都市地域。基幹産業である農業の生産環境の保全や新旧市街地の居住環境

向上のため、これ以上のなし崩し的、無計画な市街化は阻止（4 次） 

 

 ・土地利用計画の目的 

   

○優良農地を保全、道路交通体系を整備、住宅・工場・公共施設の 

計画的誘導、配置 

  ○都市施設、生活環境、排水対策、生産基盤の一体的整備 

  ○乱開発を防止し、適正な土地利用を促す 
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○循環型社会の形成、循環まちづくり 

  

 

・ゴミ、廃棄物、汚水処理のスペースはなく農地と堀(クリーク)を汚染している。 

 

 ・工場が増え、使い捨て文化なじんでくるとともにゴミ、廃棄物、汚水の量は増加。 

 

 ・堀を汚さない対策として雑排水の合併処理や、家庭ごみ、農業廃棄物をリサイ 

クルに回す循環型にシフトしていく。 

 

 ・集落環境、営農環境を悪化させる堀の水質汚染。ごみ、廃棄物の投棄を減らす 

 

ためにごみの減量化、ごみのリサイクル、再利用に挑戦 

 

 ・堀の浄化が遅々として進まず、自然環境の制約の厳しさを考えると、ゴミ・ 

し尿の最終処理を含めた循環型社会形成の推進は急務 

 

 ・廃棄物の減量及び再利用、再資源化を図り、資源循環型社会の実現への努力 

 

 ・汚水、ごみ処理を循環の中にとり戻す（堀、農地の公園化） 
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資料－３ 循環のまちづくりの考え方（環境課資料） 
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第２回学習会（平成２５年１２月１６日） 

レジュメ 第２回学習会レジュメ 

 

第２回｢景観･土地利用検討委員会｣学習会 

平成 25年 12月 16日 

大木町役場大会議室 

１． 開  会 

 

 

２． 学 習 会 

    テーマ：「大木町のビジョンづくり」 

        （理念・構想等について意見交換） 

 

1) 学習会の進め方説明  

ファシリテーター（進行役） 十時 裕氏 

2) 内容 

① 作業部会作成 ビジョン 案の説明     －PP 資料 

 

② 境 公雄 環境課長 意見 

 

③ 玉原 雅史 副町長 意見 

 

④ 駄田井 正 久留米大学 経済学部教授 意見 

 

⑤ 意見交換   少人数に分かれての意見交換 

 

⑥ グループ意見発表 

 

 

３． その他 

次回開催予定日（第３回検討委員会）平成 26 年 1 月 17 日 10 時 00 分～12 時 00 分 

 

 

４． 閉 会 
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資料－１ 検討資料 
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資料－２ 景観土地利用構想図 

 

 


